
公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

05秋田県 秋田市 54 秋田市旭北地区コミュニティセンター ○ 旭北地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市保戸野地区コミュニティセンター ○ 保戸野地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 24 3 21 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市川尻地区コミュニティセンター ○ 川尻地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 24 3 21 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市泉地区コミュニティセンター ○ 泉地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市明徳地区コミュニティセンター ○ 明徳地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市港北地区コミュニティセンター ○ 港北地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 20 3 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市旭川地区コミュニティセンター ○ 旭川地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 21 3 25 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市旭南地区コミュニティセンター ○ 旭南地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 21 3 25 H 21 6 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市茨島地区コミュニティセンター ○ 茨島地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市寺内地区コミュニティセンター ○ 寺内地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市東地区コミュニティセンター ○ 東地区コミュニティセンター管理運営委員会 ○ ○ H 24 3 21 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市西部市民サービスセンター ○ 西部地域住民自治協議会 ○ ○ H 21 3 31 H 21 5 7 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市北部市民サービスセンター ○ 北部地域住民自治協議会 ○ ○ H 23 3 28 H 23 5 16 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市河辺市民サービスセンター ○ 河辺の郷自治協議会 ○ ○ H 23 3 28 H 23 5 16 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市河辺戸島ふるさとセンター ○ 戸島町内会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和市民サービスセンター ○ 雄和市民協議会 ○ ○ H 23 3 29 H 23 5 16 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和左手子交流センター ○ 左手子報徳会 ○ ○ H 24 3 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和地区北部コミュニティ施設 ○ 鹿野戸自治会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設 ○ 萱ケ沢自治会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和山村交流センター ○ 碇田自治会 ○ ○ H 23 3 25 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市老人福祉センター ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市御所野交流センター ○ 社会福祉法人秋田けやき会 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市障害福祉サービスセンター ○ 社会福祉法人秋田育明会 ○ ○ H 23 3 30 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター ○ 河辺地域振興株式会社 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市八橋老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市旭南老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人秋田聖徳会 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市川口老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人晃和会 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市外旭川老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人幸楽会 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市河辺老人デイサービスセンター ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和ふれあいプラザ ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 27 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市八橋老人いこいの家 ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市飯島老人いこいの家 ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市大森山老人と子どもの家 ○ 社会福祉法人秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市勤労者総合福祉センター ○ 財団法人秋田市勤労者福祉振興協会 ○ ○ H 16 3 26 H 16 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市職業訓練センター ○ 職業訓練法人秋田中央職業訓練協会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市勤労者体育センター ○ 財団法人秋田市勤労者福祉振興協会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市中高年齢労働者福祉センター ○ 財団法人秋田市勤労者福祉振興協会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市リフレッシュガーデン ○ 財団法人秋田市総合振興公社 ○ ○ H 23 12 21 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市河辺岩見温泉 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市河辺ユフォーレ公園施設 ○ 河辺地域振興株式会社 ○ ○ H 23 3 23 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光交流館 ○ 株式会社雄和振興公社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和里の家 ○ 株式会社雄和振興公社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光農産物加工所 ○ 株式会社雄和振興公社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和ふるさと温泉 ○ 株式会社雄和振興公社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和コテージ ○ 株式会社雄和振興公社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和サイクリングターミナル ○ 株式会社雄和振興公社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光花き栽培園 ○ 秋田ダリア栽培組合 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市ポートタワー ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 3 30 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田港振興センター ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 3 30 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市公設地方卸売市場 ○ あきた市場マネジメント株式会社 ○ ○ H 23 12 28 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 太平山リゾート公園 ○ 太平山観光開発株式会社 ○ ○ H 20 12 25 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市太平山スキー場 ○ 太平山観光開発株式会社 ○ ○ H 20 12 25 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市にぎわい交流館 ○ あきたまちづくり共同企業体 ○ ○ H 24 3 29 H 24 7 21 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 秋田市 秋田市中通一丁目自動車駐車場 ○ あきたまちづくり共同企業体 ○ ○ H 24 3 29 H 24 7 5 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 39 能代ふれあいデイサービスセンター ○ 社会福祉法人能代市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 12 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市緑町デイサービスセンター ○ 社会福祉法人能代市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 12 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市緑町グループホーム ○ 社会福祉法人能代市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 12 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 養護老人ホーム「松籟荘」 ○ 社会福祉法人能代市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 12 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市東デイサービスセンター ○ 社会福祉法人能代市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 12 25 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市保坂福祉会館松寿園 ○ 能代市老人クラブ連合会 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市老人憩いの家「白濤亭」 ○ 東北ビル管財株式会社 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市農林漁家婦人活動促進施設 ○ 仁鮒部落 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市毘沙門憩の森 ○ 山谷自治会 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる ○ 社会福祉法人　能代ふくし会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市総合体育館 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 二ツ井町総合体育館 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

05秋田県 秋田市 54 秋田市旭北地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市保戸野地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市川尻地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市泉地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市明徳地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市港北地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市旭川地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市旭南地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市茨島地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市寺内地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市東地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市西部市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市北部市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺戸島ふるさとセンター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和左手子交流センター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和地区北部コミュニティ施設

05秋田県 秋田市 秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設

05秋田県 秋田市 秋田市雄和山村交流センター

05秋田県 秋田市 秋田市老人福祉センター

05秋田県 秋田市 秋田市御所野交流センター

05秋田県 秋田市 秋田市障害福祉サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター

05秋田県 秋田市 秋田市八橋老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市旭南老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市川口老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市外旭川老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和ふれあいプラザ

05秋田県 秋田市 秋田市八橋老人いこいの家

05秋田県 秋田市 秋田市飯島老人いこいの家

05秋田県 秋田市 秋田市大森山老人と子どもの家

05秋田県 秋田市 秋田市勤労者総合福祉センター

05秋田県 秋田市 秋田市職業訓練センター

05秋田県 秋田市 秋田市勤労者体育センター

05秋田県 秋田市 秋田市中高年齢労働者福祉センター

05秋田県 秋田市 秋田市リフレッシュガーデン

05秋田県 秋田市 秋田市河辺岩見温泉

05秋田県 秋田市 秋田市河辺ユフォーレ公園施設

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光交流館

05秋田県 秋田市 秋田市雄和里の家

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光農産物加工所

05秋田県 秋田市 秋田市雄和ふるさと温泉

05秋田県 秋田市 秋田市雄和コテージ

05秋田県 秋田市 秋田市雄和サイクリングターミナル

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光花き栽培園

05秋田県 秋田市 秋田市ポートタワー

05秋田県 秋田市 秋田港振興センター

05秋田県 秋田市 秋田市公設地方卸売市場

05秋田県 秋田市 太平山リゾート公園

05秋田県 秋田市 秋田市太平山スキー場

05秋田県 秋田市 秋田市にぎわい交流館

05秋田県 秋田市 秋田市中通一丁目自動車駐車場

05秋田県 能代市 39 能代ふれあいデイサービスセンター

05秋田県 能代市 能代市緑町デイサービスセンター

05秋田県 能代市 能代市緑町グループホーム

05秋田県 能代市 養護老人ホーム「松籟荘」

05秋田県 能代市 能代市東デイサービスセンター

05秋田県 能代市 能代市保坂福祉会館松寿園

05秋田県 能代市 能代市老人憩いの家「白濤亭」

05秋田県 能代市 能代市農林漁家婦人活動促進施設

05秋田県 能代市 能代市毘沙門憩の森

05秋田県 能代市 能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる

05秋田県 能代市 能代市総合体育館

05秋田県 能代市 二ツ井町総合体育館

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、衛生管理、個人情報保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、衛生管理、個人情報保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、衛生管理、個人情報保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、衛生管理、個人情報保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、衛生管理、個人情報保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 危機管理、衛生管理、個人情報保 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

05秋田県 秋田市 54 秋田市旭北地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市保戸野地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市川尻地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市泉地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市明徳地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市港北地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市旭川地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市旭南地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市茨島地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市寺内地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市東地区コミュニティセンター

05秋田県 秋田市 秋田市西部市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市北部市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺戸島ふるさとセンター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和市民サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和左手子交流センター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和地区北部コミュニティ施設

05秋田県 秋田市 秋田市雄和農林漁家婦人活動促進施設

05秋田県 秋田市 秋田市雄和山村交流センター

05秋田県 秋田市 秋田市老人福祉センター

05秋田県 秋田市 秋田市御所野交流センター

05秋田県 秋田市 秋田市障害福祉サービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺高齢者健康づくりセンター

05秋田県 秋田市 秋田市八橋老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市旭南老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市川口老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市外旭川老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市河辺老人デイサービスセンター

05秋田県 秋田市 秋田市雄和ふれあいプラザ

05秋田県 秋田市 秋田市八橋老人いこいの家

05秋田県 秋田市 秋田市飯島老人いこいの家

05秋田県 秋田市 秋田市大森山老人と子どもの家

05秋田県 秋田市 秋田市勤労者総合福祉センター

05秋田県 秋田市 秋田市職業訓練センター

05秋田県 秋田市 秋田市勤労者体育センター

05秋田県 秋田市 秋田市中高年齢労働者福祉センター

05秋田県 秋田市 秋田市リフレッシュガーデン

05秋田県 秋田市 秋田市河辺岩見温泉

05秋田県 秋田市 秋田市河辺ユフォーレ公園施設

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光交流館

05秋田県 秋田市 秋田市雄和里の家

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光農産物加工所

05秋田県 秋田市 秋田市雄和ふるさと温泉

05秋田県 秋田市 秋田市雄和コテージ

05秋田県 秋田市 秋田市雄和サイクリングターミナル

05秋田県 秋田市 秋田市雄和観光花き栽培園

05秋田県 秋田市 秋田市ポートタワー

05秋田県 秋田市 秋田港振興センター

05秋田県 秋田市 秋田市公設地方卸売市場

05秋田県 秋田市 太平山リゾート公園

05秋田県 秋田市 秋田市太平山スキー場

05秋田県 秋田市 秋田市にぎわい交流館

05秋田県 秋田市 秋田市中通一丁目自動車駐車場

05秋田県 能代市 39 能代ふれあいデイサービスセンター

05秋田県 能代市 能代市緑町デイサービスセンター

05秋田県 能代市 能代市緑町グループホーム

05秋田県 能代市 養護老人ホーム「松籟荘」

05秋田県 能代市 能代市東デイサービスセンター

05秋田県 能代市 能代市保坂福祉会館松寿園

05秋田県 能代市 能代市老人憩いの家「白濤亭」

05秋田県 能代市 能代市農林漁家婦人活動促進施設

05秋田県 能代市 能代市毘沙門憩の森

05秋田県 能代市 能代市在宅障害者支援施設とらいあんぐる

05秋田県 能代市 能代市総合体育館

05秋田県 能代市 二ツ井町総合体育館

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ 勤務日、勤務時間 ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 能代市 厚生年金能代市体育館 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市土床体育館 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 荷上場体育館 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市陸上競技場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 市民球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 落合第一球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 誠邦園球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 落合三面球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 赤沼球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 二ツ井球場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 公園テニスコート ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 落合第一テニスコート ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 落合第二テニスコート ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 二ツ井テニスコート ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター・体育館 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター・海洋スポーツ施設 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市民プール ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市弓道場 ○ 特定非営利活動法人能代市体育協会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市総合技能センター ○ 職業訓練法人　能代職業訓練協会 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市二ツ井農産物直売所 ○ 能代市二ツ井農産物直売所運営管理組合 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 種梅ふるさとの家 ○ 樋ノ口町内会 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 ブナの森ふれあい伝承館 ○ 富根地区協議会 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市富根地区簡易水道事業 ○ 富根簡易水道組合 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代市仁鮒地区簡易水道事業 ○ 仁鮒簡易水道組合 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 能代工業団地交流会館 ○ 有限会社やま久　 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 能代市 二ツ井総合観光センター ○ 二ツ井観光開発株式会社 ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 132 横手市立県南愛児園「ドリームハウス」 ○ 社会福祉法人 ファミリーケアサービス ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市サンハイム ○ 社会福祉法人 ファミリーケアサービス ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンター康寿館 ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンターふるさと館 ○ 社会福祉法人 相和会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンター雄風荘 ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市顧客利便施設　こうじ庵 ○ 横手商工会議所 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市ふれあいセンターかまくら館 ○ 社団法人 横手市観光協会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大森町中心部活性化施設 ○ NPO法人 まちづくり大森 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市山内ふれあい交流センター ○ よこて市商工会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 真人山荘 ○ 株式会社オフィス真人 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 大森農産物食品加工体験施設 ○ 大森町工房「森の郷」 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大森町生きがい創作館 ○ 社会福祉法人 秋田県社会福祉事業団 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市十文字町健康福祉センター ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市水稲育苗センター ○ 秋田ふるさと農業協同組合 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 山内農林産物加工施設 ○ 秋田ふるさと農業協同組合 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市国産材需要開発センター ○ 株式会社 ウッディさんない ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大森堆肥センター ○ 農事組合法人 夏見沢草地利用組合 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市松原団地集会所 ○ 松原団地集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市山内三又コミュニティセンター ○ 三又部落 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 鶴ケ池荘（おんせん館） ○ 株式会社 山内観光振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大雄地域福祉センター ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大雄ふるさとセンター 1号館 ○ 株式会社 大雄振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大雄ふるさとセンター 3号館 ○ 株式会社 大雄振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 野中児童館 ○ 野中部落自治会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 五味川児童館 ○ 五味川自治会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下郷児童館 ○ 四ツ屋部落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 道川児童館 ○ 道川町内会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 明沢児童館 ○ 明沢自治会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 釜ノ川児童館 ○ 釜ノ川自治会　　　　　　　　　 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 荒処児童館 ○ 荒処部落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 松田児童館 ○ 松田部落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 女郎出児童館 ○ 女郎出児童館管理会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 昼川児童館 ○ 昼川児童館運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 神成児童館 ○ 神成児童館管理会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 菅生田児童館 ○ 菅生田部落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 上溝児童館 ○ 上溝児童館運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 本郷児童館 ○ 本郷児童館管理会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 観音寺児童館 ○ 観音寺児童館管理会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市特別養護老人ホームすこやか大雄 ○ 社会福祉法人 ファミリーケアサービス ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 能代市 厚生年金能代市体育館

05秋田県 能代市 能代市土床体育館

05秋田県 能代市 荷上場体育館

05秋田県 能代市 能代市陸上競技場

05秋田県 能代市 能代球場

05秋田県 能代市 市民球場

05秋田県 能代市 落合第一球場

05秋田県 能代市 誠邦園球場

05秋田県 能代市 落合三面球場

05秋田県 能代市 赤沼球場

05秋田県 能代市 二ツ井球場

05秋田県 能代市 公園テニスコート

05秋田県 能代市 落合第一テニスコート

05秋田県 能代市 落合第二テニスコート

05秋田県 能代市 二ツ井テニスコート

05秋田県 能代市 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター・体育館

05秋田県 能代市 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター・海洋スポーツ施設

05秋田県 能代市 能代市民プール

05秋田県 能代市 能代市弓道場

05秋田県 能代市 能代市総合技能センター

05秋田県 能代市 能代市二ツ井農産物直売所

05秋田県 能代市 種梅ふるさとの家

05秋田県 能代市 ブナの森ふれあい伝承館

05秋田県 能代市 能代市富根地区簡易水道事業

05秋田県 能代市 能代市仁鮒地区簡易水道事業

05秋田県 能代市 能代工業団地交流会館

05秋田県 能代市 二ツ井総合観光センター

05秋田県 横手市 132 横手市立県南愛児園「ドリームハウス」

05秋田県 横手市 横手市サンハイム

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンター康寿館

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンターふるさと館

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンター雄風荘

05秋田県 横手市 横手市顧客利便施設　こうじ庵

05秋田県 横手市 横手市ふれあいセンターかまくら館

05秋田県 横手市 横手市大森町中心部活性化施設

05秋田県 横手市 横手市山内ふれあい交流センター

05秋田県 横手市 真人山荘

05秋田県 横手市 大森農産物食品加工体験施設

05秋田県 横手市 横手市大森町生きがい創作館

05秋田県 横手市 横手市十文字町健康福祉センター

05秋田県 横手市 横手市水稲育苗センター

05秋田県 横手市 山内農林産物加工施設

05秋田県 横手市 横手市国産材需要開発センター

05秋田県 横手市 横手市大森堆肥センター

05秋田県 横手市 横手市松原団地集会所

05秋田県 横手市 横手市山内三又コミュニティセンター

05秋田県 横手市 鶴ケ池荘（おんせん館）

05秋田県 横手市 横手市大雄地域福祉センター

05秋田県 横手市 横手市大雄ふるさとセンター 1号館

05秋田県 横手市 横手市大雄ふるさとセンター 3号館

05秋田県 横手市 野中児童館

05秋田県 横手市 五味川児童館

05秋田県 横手市 下郷児童館

05秋田県 横手市 道川児童館

05秋田県 横手市 明沢児童館

05秋田県 横手市 釜ノ川児童館

05秋田県 横手市 荒処児童館

05秋田県 横手市 松田児童館

05秋田県 横手市 女郎出児童館

05秋田県 横手市 昼川児童館

05秋田県 横手市 神成児童館

05秋田県 横手市 菅生田児童館

05秋田県 横手市 上溝児童館

05秋田県 横手市 本郷児童館

05秋田県 横手市 観音寺児童館

05秋田県 横手市 横手市特別養護老人ホームすこやか大雄

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 / 51 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 能代市 厚生年金能代市体育館

05秋田県 能代市 能代市土床体育館

05秋田県 能代市 荷上場体育館

05秋田県 能代市 能代市陸上競技場

05秋田県 能代市 能代球場

05秋田県 能代市 市民球場

05秋田県 能代市 落合第一球場

05秋田県 能代市 誠邦園球場

05秋田県 能代市 落合三面球場

05秋田県 能代市 赤沼球場

05秋田県 能代市 二ツ井球場

05秋田県 能代市 公園テニスコート

05秋田県 能代市 落合第一テニスコート

05秋田県 能代市 落合第二テニスコート

05秋田県 能代市 二ツ井テニスコート

05秋田県 能代市 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター・体育館

05秋田県 能代市 能代市Ｂ＆Ｇ海洋センター・海洋スポーツ施設

05秋田県 能代市 能代市民プール

05秋田県 能代市 能代市弓道場

05秋田県 能代市 能代市総合技能センター

05秋田県 能代市 能代市二ツ井農産物直売所

05秋田県 能代市 種梅ふるさとの家

05秋田県 能代市 ブナの森ふれあい伝承館

05秋田県 能代市 能代市富根地区簡易水道事業

05秋田県 能代市 能代市仁鮒地区簡易水道事業

05秋田県 能代市 能代工業団地交流会館

05秋田県 能代市 二ツ井総合観光センター

05秋田県 横手市 132 横手市立県南愛児園「ドリームハウス」

05秋田県 横手市 横手市サンハイム

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンター康寿館

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンターふるさと館

05秋田県 横手市 横手市デイサービスセンター雄風荘

05秋田県 横手市 横手市顧客利便施設　こうじ庵

05秋田県 横手市 横手市ふれあいセンターかまくら館

05秋田県 横手市 横手市大森町中心部活性化施設

05秋田県 横手市 横手市山内ふれあい交流センター

05秋田県 横手市 真人山荘

05秋田県 横手市 大森農産物食品加工体験施設

05秋田県 横手市 横手市大森町生きがい創作館

05秋田県 横手市 横手市十文字町健康福祉センター

05秋田県 横手市 横手市水稲育苗センター

05秋田県 横手市 山内農林産物加工施設

05秋田県 横手市 横手市国産材需要開発センター

05秋田県 横手市 横手市大森堆肥センター

05秋田県 横手市 横手市松原団地集会所

05秋田県 横手市 横手市山内三又コミュニティセンター

05秋田県 横手市 鶴ケ池荘（おんせん館）

05秋田県 横手市 横手市大雄地域福祉センター

05秋田県 横手市 横手市大雄ふるさとセンター 1号館

05秋田県 横手市 横手市大雄ふるさとセンター 3号館

05秋田県 横手市 野中児童館

05秋田県 横手市 五味川児童館

05秋田県 横手市 下郷児童館

05秋田県 横手市 道川児童館

05秋田県 横手市 明沢児童館

05秋田県 横手市 釜ノ川児童館

05秋田県 横手市 荒処児童館

05秋田県 横手市 松田児童館

05秋田県 横手市 女郎出児童館

05秋田県 横手市 昼川児童館

05秋田県 横手市 神成児童館

05秋田県 横手市 菅生田児童館

05秋田県 横手市 上溝児童館

05秋田県 横手市 本郷児童館

05秋田県 横手市 観音寺児童館

05秋田県 横手市 横手市特別養護老人ホームすこやか大雄

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

6 / 51 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 横手市 横手市特別養護老人ホーム平寿苑 ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大森町八日町老人憩の家 ○ 八日町町内会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」 ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市総合技能センター ○ 職業訓練法人 横手地方職業能力開発協会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市増田商店街共同利用施設「コミュニティラウンジ」 ○ よこて市商工会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 上畑温泉ゆーらく ○ 株式会社 増田町物産流通センター ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 上畑温泉さわらび ○ 株式会社 増田町物産流通センター ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市二井山地区農村集落多目的共同利用施設 ○ 横手市二井山地区農村集落多目的共同利用施設運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市上西野交流センター ○ 横手市上西野交流センター運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市下村多目的集落集会所 ○ 下村集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市中ノ又多目的集落集会所 ○ 中ノ又集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市中村多目的集落集会所 ○ 中村・水上集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市平野多目的集落集会所 ○ 平野集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市葛ケ沢・坂ノ下多目的集落集会所 ○ 葛ヶ沢・坂ノ下集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大町多目的集落集会所 ○ 大町町内会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市武道多目的集落集会所 ○ 武道集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市十日町多目的集落集会所 ○ 十日町集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市横沢多目的集落集会所 ○ 横沢集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市境田多目的集落集会所 ○ 境田集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市下田多目的集落集会所 ○ 下田集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市百目木集落センター ○ 百目木集落センター管理運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市八柏会館 ○ 八柏部落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市板井田多目的集落集会所 ○ 板井田集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市大塚多目的集落集会所 ○ 横手市大塚交流館運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市増田堆肥処理センター ○ 北日本くみあい飼料株式会社 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 百万刈農村公園 ○ 百万刈農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 貴船農村公園 ○ 貴船農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 オホン清水農村公園 ○ オホン清水農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下吉田農村公園 ○ 下吉田農村公園管理協力委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下醍醐農村公園 ○ 下醍醐自治会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 樽見内農村公園 ○ 樽見内地区農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 樽見内地区農村総合運動公園 ○ 樽見内地区農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下鍋倉農村公園 ○ 下鍋倉地区農村集落多目的共同利用施設管理運営協力会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 金屋農村公園 ○ 金屋部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下高口農村公園 ○ 下高口町内会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 馬鞍農村広場 ○ 馬鞍部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 薄井農村公園 ○ 薄井郷和会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下開農村公園 ○ 下開集落親睦会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 大沢農村公園 ○ 大沢長生会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 石塚農村公園 ○ 石塚部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 大塚農村公園 ○ 大塚部落 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 八卦農村公園 ○ 八卦農村公園管理委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 東槻農村公園 ○ 東槻部落委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 中房農村公園 ○ 中房部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 菅生田農村公園 ○ 菅生田部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 前田農村公園 ○ 前田老人クラブ ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 坂部農村公園 ○ 坂部老人クラブ ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 板井田農村公園 ○ 百目木農友会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 ふれあい公園 ○ 菅生田部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 阿気本村農村公園 ○ 阿気本村農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 八柏農村公園 ○ 八柏部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 手代森公園 ○ 手代森公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 上田村農村公園 ○ 上田村部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 折橋地区農村公園 ○ 折橋農村公園整備事業促進協議会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 桜森地区農村公園 ○ 桜森地区多目的集会施設運営委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 四ツ屋農村公園 ○ 四ツ屋農村公園整備事業促進協議会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 潤井野地区農村公園 ○ 潤井野部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 四津屋農村公園 ○ 四津屋部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 高津野農村公園 ○ 高津野部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 下根田谷地農村公園 ○ 下根田谷地部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 根田谷地農村公園 ○ 根田谷地部落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 海蔵院農村公園 ○ 海蔵院自治会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 柳原農村公園 ○ 柳原集落会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 能平喜農村公園 ○ 能平喜自治会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市自然体験型交流施設（天下森ふれあい農園） ○ 株式会社 天下森振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市自然体験型交流施設（上畑ふるさと公園） ○ NPO法人 森の王国サルパ ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 横手市 横手市特別養護老人ホーム平寿苑

05秋田県 横手市 横手市大森町八日町老人憩の家

05秋田県 横手市 横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」

05秋田県 横手市 横手市総合技能センター

05秋田県 横手市 横手市増田商店街共同利用施設「コミュニティラウンジ」

05秋田県 横手市 上畑温泉ゆーらく

05秋田県 横手市 上畑温泉さわらび

05秋田県 横手市 横手市二井山地区農村集落多目的共同利用施設

05秋田県 横手市 横手市上西野交流センター

05秋田県 横手市 横手市下村多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市中ノ又多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市中村多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市平野多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市葛ケ沢・坂ノ下多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市大町多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市武道多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市十日町多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市横沢多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市境田多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市下田多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市百目木集落センター

05秋田県 横手市 横手市八柏会館

05秋田県 横手市 横手市板井田多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市大塚多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市増田堆肥処理センター

05秋田県 横手市 百万刈農村公園

05秋田県 横手市 貴船農村公園

05秋田県 横手市 オホン清水農村公園

05秋田県 横手市 下吉田農村公園

05秋田県 横手市 下醍醐農村公園

05秋田県 横手市 樽見内農村公園

05秋田県 横手市 樽見内地区農村総合運動公園

05秋田県 横手市 下鍋倉農村公園

05秋田県 横手市 金屋農村公園

05秋田県 横手市 下高口農村公園

05秋田県 横手市 馬鞍農村広場

05秋田県 横手市 薄井農村公園

05秋田県 横手市 下開農村公園

05秋田県 横手市 大沢農村公園

05秋田県 横手市 石塚農村公園

05秋田県 横手市 大塚農村公園

05秋田県 横手市 八卦農村公園

05秋田県 横手市 東槻農村公園

05秋田県 横手市 中房農村公園

05秋田県 横手市 菅生田農村公園

05秋田県 横手市 前田農村公園

05秋田県 横手市 坂部農村公園

05秋田県 横手市 板井田農村公園

05秋田県 横手市 ふれあい公園

05秋田県 横手市 阿気本村農村公園

05秋田県 横手市 八柏農村公園

05秋田県 横手市 手代森公園

05秋田県 横手市 上田村農村公園

05秋田県 横手市 折橋地区農村公園

05秋田県 横手市 桜森地区農村公園

05秋田県 横手市 四ツ屋農村公園

05秋田県 横手市 潤井野地区農村公園

05秋田県 横手市 四津屋農村公園

05秋田県 横手市 高津野農村公園

05秋田県 横手市 下根田谷地農村公園

05秋田県 横手市 根田谷地農村公園

05秋田県 横手市 海蔵院農村公園

05秋田県 横手市 柳原農村公園

05秋田県 横手市 能平喜農村公園

05秋田県 横手市 横手市自然体験型交流施設（天下森ふれあい農園）

05秋田県 横手市 横手市自然体験型交流施設（上畑ふるさと公園）

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 横手市 横手市特別養護老人ホーム平寿苑

05秋田県 横手市 横手市大森町八日町老人憩の家

05秋田県 横手市 横手市山内ほっとパレス「ゆうらく館」

05秋田県 横手市 横手市総合技能センター

05秋田県 横手市 横手市増田商店街共同利用施設「コミュニティラウンジ」

05秋田県 横手市 上畑温泉ゆーらく

05秋田県 横手市 上畑温泉さわらび

05秋田県 横手市 横手市二井山地区農村集落多目的共同利用施設

05秋田県 横手市 横手市上西野交流センター

05秋田県 横手市 横手市下村多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市中ノ又多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市中村多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市平野多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市葛ケ沢・坂ノ下多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市大町多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市武道多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市十日町多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市横沢多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市境田多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市下田多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市百目木集落センター

05秋田県 横手市 横手市八柏会館

05秋田県 横手市 横手市板井田多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市大塚多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市増田堆肥処理センター

05秋田県 横手市 百万刈農村公園

05秋田県 横手市 貴船農村公園

05秋田県 横手市 オホン清水農村公園

05秋田県 横手市 下吉田農村公園

05秋田県 横手市 下醍醐農村公園

05秋田県 横手市 樽見内農村公園

05秋田県 横手市 樽見内地区農村総合運動公園

05秋田県 横手市 下鍋倉農村公園

05秋田県 横手市 金屋農村公園

05秋田県 横手市 下高口農村公園

05秋田県 横手市 馬鞍農村広場

05秋田県 横手市 薄井農村公園

05秋田県 横手市 下開農村公園

05秋田県 横手市 大沢農村公園

05秋田県 横手市 石塚農村公園

05秋田県 横手市 大塚農村公園

05秋田県 横手市 八卦農村公園

05秋田県 横手市 東槻農村公園

05秋田県 横手市 中房農村公園

05秋田県 横手市 菅生田農村公園

05秋田県 横手市 前田農村公園

05秋田県 横手市 坂部農村公園

05秋田県 横手市 板井田農村公園

05秋田県 横手市 ふれあい公園

05秋田県 横手市 阿気本村農村公園

05秋田県 横手市 八柏農村公園

05秋田県 横手市 手代森公園

05秋田県 横手市 上田村農村公園

05秋田県 横手市 折橋地区農村公園

05秋田県 横手市 桜森地区農村公園

05秋田県 横手市 四ツ屋農村公園

05秋田県 横手市 潤井野地区農村公園

05秋田県 横手市 四津屋農村公園

05秋田県 横手市 高津野農村公園

05秋田県 横手市 下根田谷地農村公園

05秋田県 横手市 根田谷地農村公園

05秋田県 横手市 海蔵院農村公園

05秋田県 横手市 柳原農村公園

05秋田県 横手市 能平喜農村公園

05秋田県 横手市 横手市自然体験型交流施設（天下森ふれあい農園）

05秋田県 横手市 横手市自然体験型交流施設（上畑ふるさと公園）

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 横手市 舟沢農村集落生活館 ○ 舟沢集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 十二ノ木農村集落生活館 ○ 十二ノ木集落会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市きのこ培養センター ○ 農事組合法人 大森町きのこセンター利用組合 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市農村婦人の家 ○ 五日町町内会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市農林水産物直売・食材供給施設（地域ふれあい施設たかね） ○ 株式会社 天下森振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市農林水産物直売・食材供給施設（農香庵） ○ 株式会社 ウッディさんない ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市山内地場産品直売施設 ○ 株式会社 山内観光振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市特産品生産振興センター（特産品生産施設） ○ 株式会社 天下森振興公社 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市牧野　外畑牧場 ○ 外畑牧場放牧者組合 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市横手防災センター ○ 横手市防災センター管理運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市寿町コミュニティ消防センター ○ 寿町コミュニティ消防センター管理運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市平城コミュニティ消防センター ○ 平城コミュニティ消防センター管理運営委員会 ○ ○ H 20 12 19 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市障害者支援施設ひまわり社 ○ 社会福祉法人 ファミリーケアサービス ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 まめでらが～　道の駅　十文字 ○ 株式会社十文字リーディングカンパニー ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市東槻多目的集落集会所 ○ 東槻交流館運営委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市天下森スキー場 ○ 株式会社 天下森振興公社 ○ ○ H 21 12 18 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 特別養護老人ホームシルバードームいきいきの郷 ○ 社会福祉法人 ファミリーケアサービス ○ ○ H 20 3 19 H 20 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム雄水苑 ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 19 H 20 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム憩寿園 ○ 社会福祉法人 横手市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 19 H 20 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム鶴寿苑 ○ 社会福祉法人 相和会 ○ ○ H 20 3 19 H 20 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市特産品生産振興センター（穀類乾燥貯蔵施設） ○ 睦合農村公園管理会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市下開多目的集落集会所 ○ 株式会社 天下森振興公社 ○ ○ H 21 3 19 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 睦合農村公園 ○ 横手市下開交流館運営委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市十五野多目的集落集会所 ○ 横手市十五野交流館運営委員会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市増田観光物産拠点施設 ○ 増田町観光協会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市桑ノ木多目的集落集会所 ○ 桑の木交流館運営委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 横手市 横手市三ツ屋多目的集落集会所 ○ 三ツ屋交流館運営委員会 ○ ○ H 23 12 14 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 52 篭谷簡易給水施設 ○ 篭谷地区水道管理組合 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 二ツ屋簡易給水施設 ○ 二ツ屋地区水道管理組合 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 石渕簡易給水施設 ○ 石渕地区水道管理組合 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 小雪沢簡易給水施設 ○ 小雪沢地区水道管理組合 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 黒沢簡易給水施設 ○ 黒沢地区水道管理組合 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 雨池牧場 ○ あきた北農業協同組合 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 老人いこいの家 ○ 大館市老人クラブ連合会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 老人福祉センター(四十八滝) ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 特別養護老人ホーム(つくし苑) ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 養護老人ホーム(成章園) ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 デイサービスセンターかつら ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 デイサービスセンター大滝 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 ケアハウス「ほうおう」 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 17 12 21 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 こぶしの家 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 介護予防拠点施設 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 高齢者生きがいセンター ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 ふれあいセンター「やまびこ」 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 松峰児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 山館児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 天下町児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 比内児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 西館児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 たしろ児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 はやぐち児童館 ○ (福)大館市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 市民文化会館 ○ (財)大館市文教振興事業団 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 大館樹海ドームパーク ○ (財)大館市文教振興事業団 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 北地区コミュニティーセンター ○ (財)大館市勤労者福祉事業団 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 大館労働福祉会館 ○ 大館労働福祉会館運営協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 大館矢立ハイツ ○ (財)大館市勤労者福祉事業団 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 たしろ温泉ユップラ ○ ㈱田代ふるさと振興公社 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 二井田市民集会所(ハチ公荘) ○ ㈱友愛ビルサービス ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 湯夢湯夢の里 ○ ㈱友愛ビルサービス ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（ベニヤマ荘） ○ ㈱タクト ○ ○ H 19 12 20 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（コテージ） ○ ㈱タクト ○ ○ H 19 12 20 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（公園） ○ ㈱タクト ○ ○ H 19 12 20 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（大葛金山ふるさと館） ○ ㈱タクト ○ ○ H 19 12 20 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 農林水産物直売施設(雪沢産直) ○ ゆきさわ産直友の会 ○ ○ H 20 12 18 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 大館総合技能センター ○ 職業訓練法人大館北鹿訓練協会 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 斎場 ○ 東北ビル管財㈱ ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 横手市 舟沢農村集落生活館

05秋田県 横手市 十二ノ木農村集落生活館

05秋田県 横手市 横手市きのこ培養センター

05秋田県 横手市 横手市農村婦人の家

05秋田県 横手市 横手市農林水産物直売・食材供給施設（地域ふれあい施設たかね）

05秋田県 横手市 横手市農林水産物直売・食材供給施設（農香庵）

05秋田県 横手市 横手市山内地場産品直売施設

05秋田県 横手市 横手市特産品生産振興センター（特産品生産施設）

05秋田県 横手市 横手市牧野　外畑牧場

05秋田県 横手市 横手市横手防災センター

05秋田県 横手市 横手市寿町コミュニティ消防センター

05秋田県 横手市 横手市平城コミュニティ消防センター

05秋田県 横手市 横手市障害者支援施設ひまわり社

05秋田県 横手市 まめでらが～　道の駅　十文字

05秋田県 横手市 横手市東槻多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市天下森スキー場

05秋田県 横手市 特別養護老人ホームシルバードームいきいきの郷

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム雄水苑

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム憩寿園

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム鶴寿苑

05秋田県 横手市 横手市特産品生産振興センター（穀類乾燥貯蔵施設）

05秋田県 横手市 横手市下開多目的集落集会所

05秋田県 横手市 睦合農村公園

05秋田県 横手市 横手市十五野多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市増田観光物産拠点施設

05秋田県 横手市 横手市桑ノ木多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市三ツ屋多目的集落集会所

05秋田県 大館市 52 篭谷簡易給水施設

05秋田県 大館市 二ツ屋簡易給水施設

05秋田県 大館市 石渕簡易給水施設

05秋田県 大館市 小雪沢簡易給水施設

05秋田県 大館市 黒沢簡易給水施設

05秋田県 大館市 雨池牧場

05秋田県 大館市 老人いこいの家

05秋田県 大館市 老人福祉センター(四十八滝)

05秋田県 大館市 特別養護老人ホーム(つくし苑)

05秋田県 大館市 養護老人ホーム(成章園)

05秋田県 大館市 デイサービスセンターかつら

05秋田県 大館市 デイサービスセンター大滝

05秋田県 大館市 ケアハウス「ほうおう」

05秋田県 大館市 こぶしの家

05秋田県 大館市 介護予防拠点施設

05秋田県 大館市 高齢者生きがいセンター

05秋田県 大館市 ふれあいセンター「やまびこ」

05秋田県 大館市 松峰児童館

05秋田県 大館市 山館児童館

05秋田県 大館市 天下町児童館

05秋田県 大館市 比内児童館

05秋田県 大館市 西館児童館

05秋田県 大館市 たしろ児童館

05秋田県 大館市 はやぐち児童館

05秋田県 大館市 市民文化会館

05秋田県 大館市 大館樹海ドームパーク

05秋田県 大館市 北地区コミュニティーセンター

05秋田県 大館市 大館労働福祉会館

05秋田県 大館市 大館矢立ハイツ

05秋田県 大館市 たしろ温泉ユップラ

05秋田県 大館市 二井田市民集会所(ハチ公荘)

05秋田県 大館市 湯夢湯夢の里

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（ベニヤマ荘）

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（コテージ）

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（公園）

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（大葛金山ふるさと館）

05秋田県 大館市 農林水産物直売施設(雪沢産直)

05秋田県 大館市 大館総合技能センター

05秋田県 大館市 斎場

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 個人情報保護への取り組み ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 横手市 舟沢農村集落生活館

05秋田県 横手市 十二ノ木農村集落生活館

05秋田県 横手市 横手市きのこ培養センター

05秋田県 横手市 横手市農村婦人の家

05秋田県 横手市 横手市農林水産物直売・食材供給施設（地域ふれあい施設たかね）

05秋田県 横手市 横手市農林水産物直売・食材供給施設（農香庵）

05秋田県 横手市 横手市山内地場産品直売施設

05秋田県 横手市 横手市特産品生産振興センター（特産品生産施設）

05秋田県 横手市 横手市牧野　外畑牧場

05秋田県 横手市 横手市横手防災センター

05秋田県 横手市 横手市寿町コミュニティ消防センター

05秋田県 横手市 横手市平城コミュニティ消防センター

05秋田県 横手市 横手市障害者支援施設ひまわり社

05秋田県 横手市 まめでらが～　道の駅　十文字

05秋田県 横手市 横手市東槻多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市天下森スキー場

05秋田県 横手市 特別養護老人ホームシルバードームいきいきの郷

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム雄水苑

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム憩寿園

05秋田県 横手市 特別養護老人ホーム鶴寿苑

05秋田県 横手市 横手市特産品生産振興センター（穀類乾燥貯蔵施設）

05秋田県 横手市 横手市下開多目的集落集会所

05秋田県 横手市 睦合農村公園

05秋田県 横手市 横手市十五野多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市増田観光物産拠点施設

05秋田県 横手市 横手市桑ノ木多目的集落集会所

05秋田県 横手市 横手市三ツ屋多目的集落集会所

05秋田県 大館市 52 篭谷簡易給水施設

05秋田県 大館市 二ツ屋簡易給水施設

05秋田県 大館市 石渕簡易給水施設

05秋田県 大館市 小雪沢簡易給水施設

05秋田県 大館市 黒沢簡易給水施設

05秋田県 大館市 雨池牧場

05秋田県 大館市 老人いこいの家

05秋田県 大館市 老人福祉センター(四十八滝)

05秋田県 大館市 特別養護老人ホーム(つくし苑)

05秋田県 大館市 養護老人ホーム(成章園)

05秋田県 大館市 デイサービスセンターかつら

05秋田県 大館市 デイサービスセンター大滝

05秋田県 大館市 ケアハウス「ほうおう」

05秋田県 大館市 こぶしの家

05秋田県 大館市 介護予防拠点施設

05秋田県 大館市 高齢者生きがいセンター

05秋田県 大館市 ふれあいセンター「やまびこ」

05秋田県 大館市 松峰児童館

05秋田県 大館市 山館児童館

05秋田県 大館市 天下町児童館

05秋田県 大館市 比内児童館

05秋田県 大館市 西館児童館

05秋田県 大館市 たしろ児童館

05秋田県 大館市 はやぐち児童館

05秋田県 大館市 市民文化会館

05秋田県 大館市 大館樹海ドームパーク

05秋田県 大館市 北地区コミュニティーセンター

05秋田県 大館市 大館労働福祉会館

05秋田県 大館市 大館矢立ハイツ

05秋田県 大館市 たしろ温泉ユップラ

05秋田県 大館市 二井田市民集会所(ハチ公荘)

05秋田県 大館市 湯夢湯夢の里

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（ベニヤマ荘）

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（コテージ）

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（公園）

05秋田県 大館市 ベニヤマ自然パーク（大葛金山ふるさと館）

05秋田県 大館市 農林水産物直売施設(雪沢産直)

05秋田県 大館市 大館総合技能センター

05秋田県 大館市 斎場

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 大館市 ペット霊園 ○ 東北ビル管財㈱ ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 比内福祉保健総合センター ○ (福)比内ふくし会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 雪沢保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 沼館保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 二井田保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 真中保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 矢立保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 長木保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 下川沿保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 花岡保育所 ○ (福)大館市社会福祉事業団 ○ ○ H 21 12 17 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 田代いきいきふれあいセンター ○ (福)大館圏域ふくし会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 田代老人福祉センター ○ ㈱友愛ビルサービス ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大館市 小畑勇二郎記念館 ○ ㈱友愛ビルサービス ○ ○ H 23 12 19 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 56 男鹿市勤労青少年ホーム ○ 株式会社東北ビルサービスセンター ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市若美老人福祉センター ○ 社会福祉法人男鹿市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市北部デイサービスセンター ○ 社会福祉法人男鹿市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市中央デイサービスセンター ○ 社会福祉法人男鹿市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市北部在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人男鹿市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市若美デイサ－ビスセンタ－ ○ 社会福祉法人若美さくら会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 なまはげ館 ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 温浴ランドおが ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 国民宿舎　男鹿 ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 夕陽温泉ＷＡＯ ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美かんぼの里コテージ村 ○ 株式会社おが地域振興公社 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 インフォメーションセンターわかみ ○ 社団法人男鹿観光協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 サンワーク男鹿 ○ 社団法人男鹿市シルバー人材センター ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市トレーニングセンター ○ 社団法人男鹿市シルバー人材センター ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市シルバーワークプラザ ○ 社団法人男鹿市シルバー人材センター ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 福野地区農村公園 ○ 福野町内会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 申川地区農村公園 ○ 申川町内会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 八ツ面地区農村公園 ○ 八ツ面町内会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 福米沢地区農村公園 ○ 福米沢町内会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 野石地区農村公園 ○ 野石町内会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市畑作園芸試験研究センタ－ ○ 秋田みなみ農業協同組合 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市種苗センタ－ ○ 秋田みなみ農業協同組合 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市農村婦人の家 ○ 脇本郷財産管理委員会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿市農林水産物直売所 ○ 男鹿市なまはげ直売所運営協議会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 平岱山牧野 ○ 男鹿市北浦郷中 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 館沼牧野 ○ 西水口郷中 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 館沼第2牧野 ○ 西水口郷中 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美歴史学習交流館 ○ 渡部町内会 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美文化振興館 ○ 角間崎町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美文化交流館 ○ 鵜木町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美中山間地域活性化施設 ○ 申川町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市  野石地区農村集落多目的共同利用施設 ○ 野石町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 福米沢地区センタ－ ○ 福米沢町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 福野地区集会施設 ○ 福野町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美南部地区運動広場 ○ 小深見町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 福川地区運動広場 ○ 福川町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 道村地区コミュニティセンター ○ 道村町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合観光案内所 ○ 社団法人男鹿市観光協会 ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿温泉交流会館五風 ○ 男鹿温泉郷協同組合 ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 宮沢地区コミュニティセンター ○ 宮沢町内会 ○ ○ H 23 3 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　総合体育館 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　弓道場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　陸上競技場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　野球場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　多目的広場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　テニスコート ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 金川近隣公園　多目的広場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 金川近隣公園　プール ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 船越近隣公園　すもう場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　若美総合体育館 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　球場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　管理事務所 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　スキー場及びロープリフト ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等
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都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 大館市 ペット霊園

05秋田県 大館市 比内福祉保健総合センター

05秋田県 大館市 雪沢保育所

05秋田県 大館市 沼館保育所

05秋田県 大館市 二井田保育所

05秋田県 大館市 真中保育所

05秋田県 大館市 矢立保育所

05秋田県 大館市 長木保育所

05秋田県 大館市 下川沿保育所

05秋田県 大館市 花岡保育所

05秋田県 大館市 田代いきいきふれあいセンター

05秋田県 大館市 田代老人福祉センター

05秋田県 大館市 小畑勇二郎記念館

05秋田県 男鹿市 56 男鹿市勤労青少年ホーム

05秋田県 男鹿市 男鹿市若美老人福祉センター

05秋田県 男鹿市 男鹿市北部デイサービスセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿市中央デイサービスセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿市北部在宅介護支援センター

05秋田県 男鹿市 男鹿市若美デイサ－ビスセンタ－

05秋田県 男鹿市 なまはげ館

05秋田県 男鹿市 温浴ランドおが

05秋田県 男鹿市 国民宿舎　男鹿

05秋田県 男鹿市 夕陽温泉ＷＡＯ

05秋田県 男鹿市 若美かんぼの里コテージ村

05秋田県 男鹿市 インフォメーションセンターわかみ

05秋田県 男鹿市 サンワーク男鹿

05秋田県 男鹿市 男鹿市トレーニングセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿市シルバーワークプラザ

05秋田県 男鹿市 福野地区農村公園

05秋田県 男鹿市 申川地区農村公園

05秋田県 男鹿市 八ツ面地区農村公園

05秋田県 男鹿市 福米沢地区農村公園

05秋田県 男鹿市 野石地区農村公園

05秋田県 男鹿市 男鹿市畑作園芸試験研究センタ－

05秋田県 男鹿市 男鹿市種苗センタ－

05秋田県 男鹿市 男鹿市農村婦人の家

05秋田県 男鹿市 男鹿市農林水産物直売所

05秋田県 男鹿市 平岱山牧野

05秋田県 男鹿市 館沼牧野

05秋田県 男鹿市 館沼第2牧野

05秋田県 男鹿市 若美歴史学習交流館

05秋田県 男鹿市 若美文化振興館

05秋田県 男鹿市 若美文化交流館

05秋田県 男鹿市 若美中山間地域活性化施設

05秋田県 男鹿市  野石地区農村集落多目的共同利用施設

05秋田県 男鹿市 福米沢地区センタ－

05秋田県 男鹿市 福野地区集会施設

05秋田県 男鹿市 若美南部地区運動広場

05秋田県 男鹿市 福川地区運動広場

05秋田県 男鹿市 道村地区コミュニティセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿総合観光案内所

05秋田県 男鹿市 男鹿温泉交流会館五風

05秋田県 男鹿市 宮沢地区コミュニティセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　総合体育館

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　弓道場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　陸上競技場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　野球場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　多目的広場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　テニスコート

05秋田県 男鹿市 金川近隣公園　多目的広場

05秋田県 男鹿市 金川近隣公園　プール

05秋田県 男鹿市 船越近隣公園　すもう場

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　若美総合体育館

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　球場

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　管理事務所

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　スキー場及びロープリフト

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 大館市 ペット霊園

05秋田県 大館市 比内福祉保健総合センター

05秋田県 大館市 雪沢保育所

05秋田県 大館市 沼館保育所

05秋田県 大館市 二井田保育所

05秋田県 大館市 真中保育所

05秋田県 大館市 矢立保育所

05秋田県 大館市 長木保育所

05秋田県 大館市 下川沿保育所

05秋田県 大館市 花岡保育所

05秋田県 大館市 田代いきいきふれあいセンター

05秋田県 大館市 田代老人福祉センター

05秋田県 大館市 小畑勇二郎記念館

05秋田県 男鹿市 56 男鹿市勤労青少年ホーム

05秋田県 男鹿市 男鹿市若美老人福祉センター

05秋田県 男鹿市 男鹿市北部デイサービスセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿市中央デイサービスセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿市北部在宅介護支援センター

05秋田県 男鹿市 男鹿市若美デイサ－ビスセンタ－

05秋田県 男鹿市 なまはげ館

05秋田県 男鹿市 温浴ランドおが

05秋田県 男鹿市 国民宿舎　男鹿

05秋田県 男鹿市 夕陽温泉ＷＡＯ

05秋田県 男鹿市 若美かんぼの里コテージ村

05秋田県 男鹿市 インフォメーションセンターわかみ

05秋田県 男鹿市 サンワーク男鹿

05秋田県 男鹿市 男鹿市トレーニングセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿市シルバーワークプラザ

05秋田県 男鹿市 福野地区農村公園

05秋田県 男鹿市 申川地区農村公園

05秋田県 男鹿市 八ツ面地区農村公園

05秋田県 男鹿市 福米沢地区農村公園

05秋田県 男鹿市 野石地区農村公園

05秋田県 男鹿市 男鹿市畑作園芸試験研究センタ－

05秋田県 男鹿市 男鹿市種苗センタ－

05秋田県 男鹿市 男鹿市農村婦人の家

05秋田県 男鹿市 男鹿市農林水産物直売所

05秋田県 男鹿市 平岱山牧野

05秋田県 男鹿市 館沼牧野

05秋田県 男鹿市 館沼第2牧野

05秋田県 男鹿市 若美歴史学習交流館

05秋田県 男鹿市 若美文化振興館

05秋田県 男鹿市 若美文化交流館

05秋田県 男鹿市 若美中山間地域活性化施設

05秋田県 男鹿市  野石地区農村集落多目的共同利用施設

05秋田県 男鹿市 福米沢地区センタ－

05秋田県 男鹿市 福野地区集会施設

05秋田県 男鹿市 若美南部地区運動広場

05秋田県 男鹿市 福川地区運動広場

05秋田県 男鹿市 道村地区コミュニティセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿総合観光案内所

05秋田県 男鹿市 男鹿温泉交流会館五風

05秋田県 男鹿市 宮沢地区コミュニティセンター

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　総合体育館

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　弓道場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　陸上競技場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　野球場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　多目的広場

05秋田県 男鹿市 男鹿総合運動公園　テニスコート

05秋田県 男鹿市 金川近隣公園　多目的広場

05秋田県 男鹿市 金川近隣公園　プール

05秋田県 男鹿市 船越近隣公園　すもう場

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　若美総合体育館

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　球場

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　管理事務所

05秋田県 男鹿市 若美中央公園　スキー場及びロープリフト

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 男鹿市 若美球場 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 Ｂ＆Ｇ海洋センター　体育館 ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 男鹿市 Ｂ＆Ｇ海洋センター　プール ○ 一般財団法人男鹿市体育協会 ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 38 湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ ○ 社会福祉法人みなせ福祉会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設 ○ 皆瀬村特産品開発研究会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬健康増進施設温泉プール ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬森林総合利用施設 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬休養施設 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安温泉スキー場 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬青年の家 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬交流センター ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市自然活用施設 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市雄勝屋内温水プール ○ 株式会社秋の宮山荘 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市雄勝自然休養村管理センター ○ 株式会社秋の宮山荘 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬水稲育苗施設 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設 ○ 有限会社皆瀬村活性化センター ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市福祉センター ○ 社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市立岩崎児童館 ○ 社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢南児童館 ○ 社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市老人福祉センター ○ 社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 駒形老人憩の家 ○ 老人憩の家駒形福祉センター運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 川連老人憩の家 ○ 大舘部落 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 三梨老人憩の家 ○ 老人憩の家三梨福祉センター運営委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市立稲川健康管理センター ○ 久保部落 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市稲川有機アグリセンター ○ こまち農業協同組合 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 秋ノ宮中入会トレーニングセンター ○ 中入会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 道の駅おがち小町の郷 ○ 株式会社小町の郷 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 三関コミュニティセンター ○ 三関コミュニティ推進委員会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市指定介護予防拠点施設福寿荘 ○ 社会福祉法人雄勝福祉会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市立皆瀬保育園 ○ 社会福祉法人みなせ福祉会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市ふるさとふれあいセンター ○ 岩崎地区自治会議 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市立稲川克雪管理センター ○ 三梨町自治区 ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市川連漆器伝統工芸館 ○ 秋田県漆器工業協同組合 ○ ○ H 21 3 26 H 21 4 10 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市循環型農業推進センター研修施設 ○ 酒蒔自治会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安峡見晴らし広場 ○ 小安峡見晴らし広場管理組合 ○ ○ H 22 10 1 H 22 10 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所 ○ 皆瀬農産加工所利用組合 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市稲庭城 ○ 湯沢市観光物産協会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市立祝田放課後児童健全育成施設 ○ 社会福祉法人湯沢市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市小町の郷観光交流拠点施設 ○ 株式会社小町の郷 ○ ○ H 24 1 1 H 24 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安峡温泉総合案内拠点施設 ○ 湯沢市観光物産協会 ○ ○ H 24 3 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 55 鹿角市花輪市民センター ○ 花輪地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市十和田市民センター ○ 十和田地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市尾去沢市民センター ○ 尾去沢市民センター協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平市民センター ○ 八幡平地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 錦木地区市民センター ○ 十和田地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 大湯地区市民センター ○ 十和田地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 谷内地区市民センター ○ 八幡平地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 かなやまアリーナ ○ 尾去沢市民センター協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 八幡平体育館 ○ 八幡平地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 湯瀬体育館 ○ 八幡平地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 大湯運動広場 ○ 十和田地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 谷内運動広場 ○ 八幡平地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 八幡平運動広場 ○ 八幡平地域づくり協議会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市先人顕彰館 ○ 内藤湖南先生顕彰会 ○ ○ H 24 3 31 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市記念スポーツセンター ○ ㈱東京美装興業 ○ ○ H 17 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角アメニティパーク ○ ㈱東京美装興業 ○ ○ H 17 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 花輪スキー場 ○ ㈱東京美装興業 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 水晶山スキー場 ○ ㈱ゴールデン佐渡 ○ ○ H 24 3 31 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 八幡平なかよしセンター（保育園部分） ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 3 31 H 17 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 花輪さくら保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪にこにこ保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 21 3 9 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市立毛馬内保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市立平元保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市立米代保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 男鹿市 若美球場

05秋田県 男鹿市 Ｂ＆Ｇ海洋センター　体育館

05秋田県 男鹿市 Ｂ＆Ｇ海洋センター　プール

05秋田県 湯沢市 38 湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬健康増進施設温泉プール

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬森林総合利用施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬休養施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安温泉スキー場

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬青年の家

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬交流センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市自然活用施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市雄勝屋内温水プール

05秋田県 湯沢市 湯沢市雄勝自然休養村管理センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬水稲育苗施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市福祉センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市立岩崎児童館

05秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢南児童館

05秋田県 湯沢市 湯沢市老人福祉センター

05秋田県 湯沢市 駒形老人憩の家

05秋田県 湯沢市 川連老人憩の家

05秋田県 湯沢市 三梨老人憩の家

05秋田県 湯沢市 湯沢市立稲川健康管理センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市稲川有機アグリセンター

05秋田県 湯沢市 秋ノ宮中入会トレーニングセンター

05秋田県 湯沢市 道の駅おがち小町の郷

05秋田県 湯沢市 三関コミュニティセンター

05秋田県 湯沢市 湯沢市指定介護予防拠点施設福寿荘

05秋田県 湯沢市 湯沢市立皆瀬保育園

05秋田県 湯沢市 湯沢市ふるさとふれあいセンター

05秋田県 湯沢市 湯沢市立稲川克雪管理センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市川連漆器伝統工芸館

05秋田県 湯沢市 湯沢市循環型農業推進センター研修施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安峡見晴らし広場

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所

05秋田県 湯沢市 湯沢市稲庭城

05秋田県 湯沢市 湯沢市立祝田放課後児童健全育成施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小町の郷観光交流拠点施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安峡温泉総合案内拠点施設

05秋田県 鹿角市 55 鹿角市花輪市民センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市十和田市民センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市尾去沢市民センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平市民センター

05秋田県 鹿角市 錦木地区市民センター

05秋田県 鹿角市 大湯地区市民センター

05秋田県 鹿角市 谷内地区市民センター

05秋田県 鹿角市 かなやまアリーナ

05秋田県 鹿角市 八幡平体育館

05秋田県 鹿角市 湯瀬体育館

05秋田県 鹿角市 大湯運動広場

05秋田県 鹿角市 谷内運動広場

05秋田県 鹿角市 八幡平運動広場

05秋田県 鹿角市 鹿角市先人顕彰館

05秋田県 鹿角市 鹿角市記念スポーツセンター

05秋田県 鹿角市 鹿角アメニティパーク

05秋田県 鹿角市 花輪スキー場

05秋田県 鹿角市 水晶山スキー場

05秋田県 鹿角市 八幡平なかよしセンター（保育園部分）

05秋田県 鹿角市 花輪さくら保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪にこにこ保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立毛馬内保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立平元保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立米代保育園

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 男鹿市 若美球場

05秋田県 男鹿市 Ｂ＆Ｇ海洋センター　体育館

05秋田県 男鹿市 Ｂ＆Ｇ海洋センター　プール

05秋田県 湯沢市 38 湯沢市高齢者生活支援ハウスみなせ

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬農業技術開発研究施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬米穀乾燥調製施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬健康増進施設温泉プール

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬森林総合利用施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬休養施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安温泉スキー場

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬青年の家

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬交流センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市自然活用施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市雄勝屋内温水プール

05秋田県 湯沢市 湯沢市雄勝自然休養村管理センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬水稲育苗施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬農産物処理加工直売施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市福祉センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市立岩崎児童館

05秋田県 湯沢市 湯沢市立湯沢南児童館

05秋田県 湯沢市 湯沢市老人福祉センター

05秋田県 湯沢市 駒形老人憩の家

05秋田県 湯沢市 川連老人憩の家

05秋田県 湯沢市 三梨老人憩の家

05秋田県 湯沢市 湯沢市立稲川健康管理センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市稲川有機アグリセンター

05秋田県 湯沢市 秋ノ宮中入会トレーニングセンター

05秋田県 湯沢市 道の駅おがち小町の郷

05秋田県 湯沢市 三関コミュニティセンター

05秋田県 湯沢市 湯沢市指定介護予防拠点施設福寿荘

05秋田県 湯沢市 湯沢市立皆瀬保育園

05秋田県 湯沢市 湯沢市ふるさとふれあいセンター

05秋田県 湯沢市 湯沢市立稲川克雪管理センター

05秋田県 湯沢市 湯沢市川連漆器伝統工芸館

05秋田県 湯沢市 湯沢市循環型農業推進センター研修施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安峡見晴らし広場

05秋田県 湯沢市 湯沢市皆瀬地熱利用農産加工所

05秋田県 湯沢市 湯沢市稲庭城

05秋田県 湯沢市 湯沢市立祝田放課後児童健全育成施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小町の郷観光交流拠点施設

05秋田県 湯沢市 湯沢市小安峡温泉総合案内拠点施設

05秋田県 鹿角市 55 鹿角市花輪市民センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市十和田市民センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市尾去沢市民センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平市民センター

05秋田県 鹿角市 錦木地区市民センター

05秋田県 鹿角市 大湯地区市民センター

05秋田県 鹿角市 谷内地区市民センター

05秋田県 鹿角市 かなやまアリーナ

05秋田県 鹿角市 八幡平体育館

05秋田県 鹿角市 湯瀬体育館

05秋田県 鹿角市 大湯運動広場

05秋田県 鹿角市 谷内運動広場

05秋田県 鹿角市 八幡平運動広場

05秋田県 鹿角市 鹿角市先人顕彰館

05秋田県 鹿角市 鹿角市記念スポーツセンター

05秋田県 鹿角市 鹿角アメニティパーク

05秋田県 鹿角市 花輪スキー場

05秋田県 鹿角市 水晶山スキー場

05秋田県 鹿角市 八幡平なかよしセンター（保育園部分）

05秋田県 鹿角市 花輪さくら保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立花輪にこにこ保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立毛馬内保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立尾去沢保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立平元保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立米代保育園

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 鹿角市 鹿角市立柴内保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市立錦木保育園 ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 17 12 20 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市福祉プラザ ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 16 3 31 H 16 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市児童センター ○ (公財)鹿角市子ども未来事業団 ○ ○ H 16 3 31 H 16 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市障害者センター ○ 社会福祉法人花輪ふくし会 ○ ○ H 16 3 31 H 16 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市障害者地域活動支援センター ○ 社会福祉法人花輪ふくし会 ○ ○ H 16 3 31 H 16 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市商工業振興センター ○ かづの商工会 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市定期市場 ○ ＮＰＯ法人関善賑わい屋敷 ○ ○ H 24 3 31 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市交流プラザ ○ ㈱東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 24 3 3 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角観光ふるさと館 ○ ㈱鹿角観光ふるさと館 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平ふれあいやすらぎ温泉センター ○ ＮＰＯ法人かづのふるさと学舎 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市中滝ふるさと学舎 ○ ＮＰＯ法人かづのふるさと学舎 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平地域連携営農推進団地 ○ ㈲八幡平地域経営公社 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市柴平地域活動センター ○ 小平自治会 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原地域活動センター ○ 下川原自治会 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市草木地域活動センター ○ 中草木自治会 ○ ○ H 20 3 24 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市自然休養村管理センター ○ ㈱サンアメニティ ○ ○ H 20 3 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原市民農園 ○ 下川原自治会 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市山根農村公園 ○ 山根農村公園管理組合 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市大地平農村公園 ○ 小豆沢自治会 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原農村公園 ○ 下川原自治会 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市二本柳農村公園 ○ 二本柳自治会 ○ ○ H 24 3 31 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 曙牧野 ○ 秋田県畜産農業協同組合 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 熊取平牧野 ○ 秋田県畜産農業協同組合 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 熊取平基幹牧野 ○ 秋田県畜産農業協同組合 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 川島牧野 ○ 秋田県畜産農業協同組合 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市畜産総合振興団地 ○ 秋田県畜産農業協同組合 ○ ○ H 23 3 31 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 肉用牛担い手育成施設 ○ 鹿角べこセンター利用組合 ○ ○ H 19 12 20 H 20 1 19 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 鹿角市総合運動公園 ○ ㈱東京美装興業 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 鹿角市 パークゴルフ公園 ○ ㈱東京美装興業 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 182 由利本荘市上蛇田集会施設 ○ 上蛇田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝俣集会施設 ○ 滝俣自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上新谷集会施設 ○ 上新谷自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市福俣集会施設 ○ 福俣自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市亀田大町集会施設 ○ 亀田大町地区集会施設管理組合 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市最上町集会施設 ○ 最上町地区集会施設管理組合 ○ ○ H 16 12 28 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市亀田愛宕町集会施設 ○ 愛宕町町内会 ○ ○ H 16 12 28 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市赤平集会施設 ○ 赤平自治会 ○ ○ H 16 12 28 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西滝沢コミュニティセンター ○ 山本集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝地区コミュニティセンター ○ 滝町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市羽広地区コミュニティセンター ○ 羽広立寄協議会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市川口コミュニティセンター ○ 川口町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 矢島インフォメーションセンター ○ 由利高原鉄道株式会社 ○ ○ H 22 1 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西滝沢水辺プラザ ○ 特定非営利活動法人西滝沢子ども水辺協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市働く婦人の家 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市本荘福祉センター ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市春の丘地域交流施設「いこいの家」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島福祉会館 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島子供館 ○ 社会福祉法人矢島恵育会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市道川保育園 ○ 社会福祉法人岩城保育会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市道川学童保育施設 ○ 社会福祉法人岩城保育会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松ヶ崎老人憩の家 ○ 地縁団体松ヶ崎共済会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島高齢者生活支援ハウス ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島老人福祉センター「寿康苑」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島デイサービスセンター「福寿荘」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城デイサービスセンター「花ちゃん」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 ふれあい館「鮎川」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市由利デイサービスセンター「鮎川」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内デイサービスセンター「高台苑」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内デイサービスセンター「さつき苑」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」 ○ 社会福祉法人由利本荘市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 1 5 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市高齢者生きがい発揮促進センター「富田会館」 ○ 富田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市自然休養村センター ○ 由利本荘市商工会 ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市農林漁家婦人活動促進施設「六呂田会館」 ○ 六呂田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鶴潟交流館 ○ 鶴潟地区町内会協議会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市女性・若者等活動促進交流施設「泉田会館」 ○ 泉田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 鹿角市 鹿角市立柴内保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立錦木保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市福祉プラザ

05秋田県 鹿角市 鹿角市児童センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市障害者センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市障害者地域活動支援センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市商工業振興センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市定期市場

05秋田県 鹿角市 鹿角市交流プラザ

05秋田県 鹿角市 鹿角観光ふるさと館

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平ふれあいやすらぎ温泉センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市中滝ふるさと学舎

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平地域連携営農推進団地

05秋田県 鹿角市 鹿角市柴平地域活動センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原地域活動センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市草木地域活動センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市自然休養村管理センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原市民農園

05秋田県 鹿角市 鹿角市山根農村公園

05秋田県 鹿角市 鹿角市大地平農村公園

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原農村公園

05秋田県 鹿角市 鹿角市二本柳農村公園

05秋田県 鹿角市 曙牧野

05秋田県 鹿角市 熊取平牧野

05秋田県 鹿角市 熊取平基幹牧野

05秋田県 鹿角市 川島牧野

05秋田県 鹿角市 鹿角市畜産総合振興団地

05秋田県 鹿角市 肉用牛担い手育成施設

05秋田県 鹿角市 鹿角市総合運動公園

05秋田県 鹿角市 パークゴルフ公園

05秋田県 由利本荘市 182 由利本荘市上蛇田集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝俣集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上新谷集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市福俣集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市亀田大町集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市最上町集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市亀田愛宕町集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市赤平集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西滝沢コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝地区コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市羽広地区コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市川口コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 矢島インフォメーションセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西滝沢水辺プラザ

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市働く婦人の家

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市本荘福祉センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市春の丘地域交流施設「いこいの家」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島福祉会館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島子供館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市道川保育園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市道川学童保育施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松ヶ崎老人憩の家

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島高齢者生活支援ハウス

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島老人福祉センター「寿康苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島デイサービスセンター「福寿荘」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城デイサービスセンター「花ちゃん」

05秋田県 由利本荘市 ふれあい館「鮎川」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市由利デイサービスセンター「鮎川」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内デイサービスセンター「高台苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内デイサービスセンター「さつき苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市高齢者生きがい発揮促進センター「富田会館」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市自然休養村センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市農林漁家婦人活動促進施設「六呂田会館」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鶴潟交流館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市女性・若者等活動促進交流施設「泉田会館」

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 鹿角市 鹿角市立柴内保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市立錦木保育園

05秋田県 鹿角市 鹿角市福祉プラザ

05秋田県 鹿角市 鹿角市児童センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市障害者センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市障害者地域活動支援センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市商工業振興センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市定期市場

05秋田県 鹿角市 鹿角市交流プラザ

05秋田県 鹿角市 鹿角観光ふるさと館

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平ふれあいやすらぎ温泉センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市中滝ふるさと学舎

05秋田県 鹿角市 鹿角市八幡平地域連携営農推進団地

05秋田県 鹿角市 鹿角市柴平地域活動センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原地域活動センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市草木地域活動センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市自然休養村管理センター

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原市民農園

05秋田県 鹿角市 鹿角市山根農村公園

05秋田県 鹿角市 鹿角市大地平農村公園

05秋田県 鹿角市 鹿角市下川原農村公園

05秋田県 鹿角市 鹿角市二本柳農村公園

05秋田県 鹿角市 曙牧野

05秋田県 鹿角市 熊取平牧野

05秋田県 鹿角市 熊取平基幹牧野

05秋田県 鹿角市 川島牧野

05秋田県 鹿角市 鹿角市畜産総合振興団地

05秋田県 鹿角市 肉用牛担い手育成施設

05秋田県 鹿角市 鹿角市総合運動公園

05秋田県 鹿角市 パークゴルフ公園

05秋田県 由利本荘市 182 由利本荘市上蛇田集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝俣集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上新谷集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市福俣集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市亀田大町集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市最上町集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市亀田愛宕町集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市赤平集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西滝沢コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝地区コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市羽広地区コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市川口コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 矢島インフォメーションセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西滝沢水辺プラザ

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市働く婦人の家

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市本荘福祉センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市春の丘地域交流施設「いこいの家」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島福祉会館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島子供館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市道川保育園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市道川学童保育施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松ヶ崎老人憩の家

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島高齢者生活支援ハウス

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島老人福祉センター「寿康苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島デイサービスセンター「福寿荘」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城デイサービスセンター「花ちゃん」

05秋田県 由利本荘市 ふれあい館「鮎川」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市由利デイサービスセンター「鮎川」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内デイサービスセンター「高台苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内デイサービスセンター「さつき苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内高齢者生活支援ハウス「高台苑」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市高齢者生きがい発揮促進センター「富田会館」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市自然休養村センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市農林漁家婦人活動促進施設「六呂田会館」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鶴潟交流館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市女性・若者等活動促進交流施設「泉田会館」

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 由利本荘市 勝手多目的集会施設 ○ 勝手自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 下黒川多目的集会施設 ○ 下黒川自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 下蛇田多目的集会施設 ○ 下蛇田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 内道川多目的集会施設 ○ 内道川自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 君ヶ野多目的集会施設 ○ 君ヶ野自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内地場産業振興施設 ○ 株式会社大内町交流センター ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 下万願寺多目的集会施設 ○ 下万願寺町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 南ノ股多目的集会施設 ○ 南ノ股町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 中ノ目多目的集会施設 ○ 中ノ目町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設 ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設・資料展示室 ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 矢島農林水産物直売・食材供給施設 ○ 矢島町農林水産物直売組合 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城第1農産物処理加工施設 ○ 有限会社天鷺ワイン ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城第2農産物処理加工施設 ○ 株式会社岩城のかあさん ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城資源活用交流施設「天鷺ワイン城」 ○ 有限会社天鷺ワイン ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市天鷺ワイン城地下貯蔵庫 ○ 有限会社天鷺ワイン ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 屋敷集落担い手センター ○ 屋敷集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 久保田集落担い手センター ○ 久保田部落会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市新上条集落センター ○ 新上条自治会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市二タ子集落センター ○ 二タ子集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市田代集落センター ○ 田代集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市町村集落センター ○ 町村集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内三川情報拠点施設 ○ 大内三川町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市堀切情報拠点施設 ○ 堀切町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内農業情報管理施設 ○ 的場町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市代内生活改善センター ○ 代内町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小羽広生活改善センター ○ 小羽広町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市軽井沢生活改善センター ○ 軽井沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩谷麓構造改善センター ○ 岩谷麓町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内山村活性化支援センター ○ 板井沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大小屋研修センター ○ 大小屋町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市深沢集会施設 ○ 深沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝集会施設 ○ 滝町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市特殊農産物研究センター ○ 長坂町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利農産物処理加工施設 ○ 東由利特産物振興会 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目特産品加工施設 ○ 西目町はまなす加工研究会 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海そば等加工提供施設 ○ 株式会社ほっといん鳥海 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海そば等乾燥調整施設 ○ 農作業受託集団三稜会 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海小川農村環境改善センター ○ 小川農村環境改善センター管理運営委員会 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海直根農村環境改善センター ○ 直根農村環境改善センター管理運営委員会 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利堆肥センター ○ 秋田しんせい農業協同組合 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海多目的活性化広場 ○ 株式会社ほっといん鳥海 ○ ○ H 21 1 30 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海農産物加工施設 ○ 株式会社ほっといん鳥海 ○ ○ H 21 1 30 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 鳥海伏見生産物直売所 ○ 株式会社ほっといん鳥海 ○ ○ H 21 1 30 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 鳥海笹子生産物直売所 ○ 株式会社ほっといん鳥海 ○ ○ H 21 1 30 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島畜産センター ○ 農事組合法人鳥海高原花立牧場 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 広場等利用施設 ○ 地縁団体赤田町内会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 伝統文化等保存伝習施設「東光館」 ○ 地縁団体赤田町内会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 市民農園 ○ 地縁団体赤田町内会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 駐車場 ○ 地縁団体赤田町内会 ○ ○ H 24 3 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市中帳集会施設 ○ 中帳町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市芦渕集会施設 ○ 芦渕町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小栗山集会施設 ○ 小栗山町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市北福田集会施設 ○ 北福田町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩谷町8区集会施設 ○ 岩谷町8区町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市朴沢集会施設 ○ 朴沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島町林業センター ○ 本荘由利森林組合 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市立井地地区部落集会所 ○ 立井地部落会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市川東地区林業研修集会施設 ○ 吉沢集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鮎川地区林業研修集会施設 ○ 中畑集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市平石交流館 ○ 平石集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市立寄集会施設 ○ 立寄町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大谷集会施設 ○ 大谷町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市徳沢集会施設 ○ 徳沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市楢渕集荷施設 ○ 楢渕町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市見岫集会施設 ○ 見岫町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等
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都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 由利本荘市 勝手多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 下黒川多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 下蛇田多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 内道川多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 君ヶ野多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内地場産業振興施設

05秋田県 由利本荘市 下万願寺多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 南ノ股多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 中ノ目多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設・資料展示室

05秋田県 由利本荘市 矢島農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城第1農産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城第2農産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城資源活用交流施設「天鷺ワイン城」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市天鷺ワイン城地下貯蔵庫

05秋田県 由利本荘市 屋敷集落担い手センター

05秋田県 由利本荘市 久保田集落担い手センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市新上条集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市二タ子集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市田代集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市町村集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内三川情報拠点施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市堀切情報拠点施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内農業情報管理施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市代内生活改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小羽広生活改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市軽井沢生活改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩谷麓構造改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内山村活性化支援センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大小屋研修センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市深沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市特殊農産物研究センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利農産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目特産品加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海そば等加工提供施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海そば等乾燥調整施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海小川農村環境改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海直根農村環境改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利堆肥センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海多目的活性化広場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海農産物加工施設

05秋田県 由利本荘市 鳥海伏見生産物直売所

05秋田県 由利本荘市 鳥海笹子生産物直売所

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島畜産センター

05秋田県 由利本荘市 広場等利用施設

05秋田県 由利本荘市 伝統文化等保存伝習施設「東光館」

05秋田県 由利本荘市 市民農園

05秋田県 由利本荘市 駐車場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市中帳集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市芦渕集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小栗山集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市北福田集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩谷町8区集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市朴沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島町林業センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市立井地地区部落集会所

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市川東地区林業研修集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鮎川地区林業研修集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市平石交流館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市立寄集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大谷集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市徳沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市楢渕集荷施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市見岫集会施設

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 由利本荘市 勝手多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 下黒川多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 下蛇田多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 内道川多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 君ヶ野多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内地場産業振興施設

05秋田県 由利本荘市 下万願寺多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 南ノ股多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 中ノ目多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島農林水産物処理加工施設・資料展示室

05秋田県 由利本荘市 矢島農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城第1農産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城第2農産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城資源活用交流施設「天鷺ワイン城」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市天鷺ワイン城地下貯蔵庫

05秋田県 由利本荘市 屋敷集落担い手センター

05秋田県 由利本荘市 久保田集落担い手センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市新上条集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市二タ子集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市田代集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市町村集落センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内三川情報拠点施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市堀切情報拠点施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内農業情報管理施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市代内生活改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小羽広生活改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市軽井沢生活改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩谷麓構造改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内山村活性化支援センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大小屋研修センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市深沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市滝集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市特殊農産物研究センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利農産物処理加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目特産品加工施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海そば等加工提供施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海そば等乾燥調整施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海小川農村環境改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海直根農村環境改善センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利堆肥センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海多目的活性化広場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海農産物加工施設

05秋田県 由利本荘市 鳥海伏見生産物直売所

05秋田県 由利本荘市 鳥海笹子生産物直売所

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島畜産センター

05秋田県 由利本荘市 広場等利用施設

05秋田県 由利本荘市 伝統文化等保存伝習施設「東光館」

05秋田県 由利本荘市 市民農園

05秋田県 由利本荘市 駐車場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市中帳集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市芦渕集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小栗山集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市北福田集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩谷町8区集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市朴沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島町林業センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市立井地地区部落集会所

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市川東地区林業研修集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鮎川地区林業研修集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市平石交流館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市立寄集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大谷集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市徳沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市楢渕集荷施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市見岫集会施設

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市新沢集会施設 ○ 新沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市及位集会施設 ○ 及位町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松本集会施設 ○ 松本町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市加賀沢集会施設 ○ 加賀沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市平岫集会施設 ○ 平岫町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松山集会施設 ○ 松山町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小増沢集会施設 ○ 小増沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市米坂集会施設 ○ 米坂町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩野目沢集会施設 ○ 岩野目沢町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市中館集会施設 ○ 中館町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市羽広集会施設 ○ 羽広町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海町模渕地区林業研修センター ○ 模渕町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海町百合茎地区林業研修センター ○ 百合茎町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市間伐推進センター神明会館 ○ 神明会館管理委員会 ○ ○ H 18 6 26 H 18 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上黒川集会施設 ○ 上黒川自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市高畑集会施設 ○ 高畑自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市二古集会施設 ○ 二古自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市勝手農村公園 ○ 勝手自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上新谷農村公園 ○ 上新谷自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市下黒川農村公園 ○ 下黒川自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市六呂田農村公園 ○ 六呂田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市福俣農村公園 ○ 福俣自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 山田多目的集会施設 ○ 山田町内会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 山本農村公園 ○ 山本集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 米山農村公園 ○ 米山部落会 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 五十土農村公園 ○ 五十土集落 ○ ○ H 18 3 23 H 18 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利地場産業センター ○ 協同組合東由利ショッピングプラザ ○ ○ H 22 1 7 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市PR館おおうち ○ 由利本荘市商工会 ○ ○ H 23 2 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内総合交流ターミナル「ぽぽろっこ」 ○ 株式会社大内町交流センター ○ ○ H 22 2 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市総合交流ターミナル温泉宿泊施設「ぽぽろっこ」 ○ 株式会社大内町交流センター ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内多目的広場 ○ 株式会社大内町交流センター ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内交流広場 ○ 株式会社大内町交流センター ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島スポーツ宿泊センター「ユースプラトー」 ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海高原矢島スキー場スキーハウス ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市花立クリーンハイツ ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 展望コテージ ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 白樺コテージ ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 草原コテージ ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市緑地等管理中央センター ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市農業者等健康増進施設 ○ 株式会社鳥海高原ユースパーク ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市史跡保存伝承の里・天鷺村 ○ 株式会社史跡保存伝承の里天鷺村 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城総合交流ターミナル「ケベック」 ○ 岩城アイランドパーク株式会社 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城温泉「港の湯」 ○ 岩城アイランドパーク株式会社 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城地域資源活用総合交流促進施設 ○ 岩城アイランドパーク株式会社 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市ゆりの里交流センター ○ 有限会社ゆりの里振興社 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市折渡休憩所 ○ 大内町観光物産協議会 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利産地形成促進施設 ○ 株式会社黄桜の里 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利温泉保養施設黄桜温泉「湯楽里」 ○ 株式会社黄桜の里 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目ふるさと資源活用センター ○ にしめ物産株式会社 ○ ○ H 22 1 13 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」 ○ 株式会社西目町卸流通センター ○ ○ H 22 12 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」 ○ あかつき観光サービス株式会社 ○ ○ H 24 1 4 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鶴舞温泉 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 24 1 4 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市本荘公園休憩施設 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 24 1 4 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 石脇コミュニティセンター ○ 株式会社ぱいんすぱ新山 ○ ○ H 24 1 4 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市温泉休養施設ふれあい交流施設 ○ 株式会社ぱいんすぱ新山 ○ ○ H 24 1 4 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 愛宕集会所 ○ 愛宕集会所管理組合 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 鶴潟集会所 ○ 鶴潟地区町内会協議会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 天鷺団地集会所 ○ 天鷺団地町内会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 観音下集会所 ○ 内道川自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 緑ヶ丘集会所 ○ 緑ヶ丘町内会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 衣川会館 ○ 衣川会館管理組合 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 松涛会館 ○ 松涛町内会 ○ ○ H 18 6 26 H 18 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 矢島地域交流会館 ○ 矢島地域交流会館管理組合 ○ ○ H 18 6 26 H 18 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 伊勢堂会館 ○ 中横町町内会 ○ ○ H 21 3 24 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 大台飲料水供給施設 ○ 大台水道管理組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 杉森小規模水道 ○ 杉森水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市新沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市及位集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松本集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市加賀沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市平岫集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松山集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小増沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市米坂集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩野目沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市中館集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市羽広集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海町模渕地区林業研修センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海町百合茎地区林業研修センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市間伐推進センター神明会館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上黒川集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市高畑集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市二古集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市勝手農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上新谷農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市下黒川農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市六呂田農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市福俣農村公園

05秋田県 由利本荘市 山田多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 山本農村公園

05秋田県 由利本荘市 米山農村公園

05秋田県 由利本荘市 五十土農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利地場産業センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市PR館おおうち

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内総合交流ターミナル「ぽぽろっこ」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市総合交流ターミナル温泉宿泊施設「ぽぽろっこ」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内多目的広場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内交流広場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島スポーツ宿泊センター「ユースプラトー」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海高原矢島スキー場スキーハウス

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市花立クリーンハイツ

05秋田県 由利本荘市 展望コテージ

05秋田県 由利本荘市 白樺コテージ

05秋田県 由利本荘市 草原コテージ

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市緑地等管理中央センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市農業者等健康増進施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市史跡保存伝承の里・天鷺村

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城総合交流ターミナル「ケベック」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城温泉「港の湯」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城地域資源活用総合交流促進施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市ゆりの里交流センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市折渡休憩所

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利産地形成促進施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利温泉保養施設黄桜温泉「湯楽里」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目ふるさと資源活用センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鶴舞温泉

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市本荘公園休憩施設

05秋田県 由利本荘市 石脇コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市温泉休養施設ふれあい交流施設

05秋田県 由利本荘市 愛宕集会所

05秋田県 由利本荘市 鶴潟集会所

05秋田県 由利本荘市 天鷺団地集会所

05秋田県 由利本荘市 観音下集会所

05秋田県 由利本荘市 緑ヶ丘集会所

05秋田県 由利本荘市 衣川会館

05秋田県 由利本荘市 松涛会館

05秋田県 由利本荘市 矢島地域交流会館

05秋田県 由利本荘市 伊勢堂会館

05秋田県 由利本荘市 大台飲料水供給施設

05秋田県 由利本荘市 杉森小規模水道

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市新沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市及位集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松本集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市加賀沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市平岫集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市松山集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市小増沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市米坂集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩野目沢集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市中館集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市羽広集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海町模渕地区林業研修センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海町百合茎地区林業研修センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市間伐推進センター神明会館

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上黒川集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市高畑集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市二古集会施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市勝手農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市上新谷農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市下黒川農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市六呂田農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市福俣農村公園

05秋田県 由利本荘市 山田多目的集会施設

05秋田県 由利本荘市 山本農村公園

05秋田県 由利本荘市 米山農村公園

05秋田県 由利本荘市 五十土農村公園

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利地場産業センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市PR館おおうち

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内総合交流ターミナル「ぽぽろっこ」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市総合交流ターミナル温泉宿泊施設「ぽぽろっこ」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内多目的広場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市大内交流広場

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市矢島スポーツ宿泊センター「ユースプラトー」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海高原矢島スキー場スキーハウス

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市花立クリーンハイツ

05秋田県 由利本荘市 展望コテージ

05秋田県 由利本荘市 白樺コテージ

05秋田県 由利本荘市 草原コテージ

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市緑地等管理中央センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市農業者等健康増進施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市史跡保存伝承の里・天鷺村

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城総合交流ターミナル「ケベック」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城温泉「港の湯」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市岩城地域資源活用総合交流促進施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市ゆりの里交流センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市折渡休憩所

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利産地形成促進施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市東由利温泉保養施設黄桜温泉「湯楽里」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目ふるさと資源活用センター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市西目ふるさと交流センター「かしわ温泉」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鶴舞温泉

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市本荘公園休憩施設

05秋田県 由利本荘市 石脇コミュニティセンター

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市温泉休養施設ふれあい交流施設

05秋田県 由利本荘市 愛宕集会所

05秋田県 由利本荘市 鶴潟集会所

05秋田県 由利本荘市 天鷺団地集会所

05秋田県 由利本荘市 観音下集会所

05秋田県 由利本荘市 緑ヶ丘集会所

05秋田県 由利本荘市 衣川会館

05秋田県 由利本荘市 松涛会館

05秋田県 由利本荘市 矢島地域交流会館

05秋田県 由利本荘市 伊勢堂会館

05秋田県 由利本荘市 大台飲料水供給施設

05秋田県 由利本荘市 杉森小規模水道

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 由利本荘市 新沢小規模水道 ○ 新沢水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 沼小規模水道 ○ 沼小規模水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 高村小規模水道 ○ 高村水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 黒沢小規模水道 ○ 黒沢小規模水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 上椿飲料水供給施設 ○ 上椿飲料水供給施設管理組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 及位簡易水道 ○ 及位簡易水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 熊之子沢簡易水道 ○ 熊之子沢簡易水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 沢内小規模水道 ○ 沢内小規模水道組合 ○ ○ H 22 3 23 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 滝俣多目的屋内体育施設 ○ 滝俣自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 南沢多目的屋内体育施設 ○ 六呂田自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 二古多目的屋内体育施設 ○ 二古自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 勝手多目的屋内体育施設 ○ 勝手自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 上新谷多目的屋内体育施設 ○ 上新谷自治会 ○ ○ H 16 12 13 H 17 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海射撃場 ○ 鳥海射撃協会 ○ ○ H 22 1 20 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 20 潟上市天王ふれあい交流センター ○ 天王グリーンランド株式会社 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市鞍掛沼公園展望塔 ○ 天王グリーンランド株式会社 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市農山漁村活性化施設 ○ 天王グリーンランド株式会社 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市昭和地域農業総合管理施設 ○ 昭和総合開発株式会社 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市元木山公園グラウンドゴルフ場 ○ 昭和総合開発株式会社 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市昭和高齢者ふれあい館 ○ 昭和総合開発株式会社 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市昭和デイサービスセンター ○ 社会福祉法人昭和ふくし会 ○ ○ H 23 12 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市昭和在宅介護支援センター ○ 社会福祉法人昭和ふくし会 ○ ○ H 23 12 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市飯田川社会福祉会館 ○ 社会福祉法人潟上市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市飯田川高齢者生きがい対策創作館 ○ 社会福祉法人潟上市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 鞍掛沼公園 ○ むつみ造園土木株式会社天王事業所 ○ ○ H 20 12 22 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 追分地区公園 ○ むつみ造園土木株式会社天王事業所 ○ ○ H 20 12 22 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 元木山公園 ○ むつみ造園土木株式会社天王事業所 ○ ○ H 20 12 22 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 飯田川南公園 ○ むつみ造園土木株式会社天王事業所 ○ ○ H 20 12 22 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 天王多目的健康広場 ○ むつみ造園土木株式会社天王事業所 ○ ○ H 20 12 22 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 飯田川二荒山グラウンドゴルフ場 ○ むつみ造園土木株式会社天王事業所 ○ ○ H 20 12 22 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 上町自治会館 ○ 上町自治会 ○ ○ H 23 12 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 天王本郷自治会館 ○ 天王本郷会 ○ ○ H 22 6 28 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 潟上市有線放送電話施設 ○ 一般社団法人潟上市有線放送電話協会 ○ ○ H 22 9 27 H 22 10 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 潟上市 天王漁業集落運動広場 ○ 江川自治会 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 127 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」 ○ 株式会社ＴＭＯ大曲 ○ ○ H 24 3 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田北部墓園 ○ 太田町北部墓園墓地使用者組合 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田東部墓園 ○ 太田町東部墓園墓地使用者組合 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 上淀川エコ対策コミュニティセンター ○ 上淀川町内会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 水沢世代交流福祉館 ○ 水沢温泉運営委員会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 小種世代交流福祉館 ○ 小種部落協議会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 中淀川世代交流福祉館 ○ 中淀川部落協議会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 荒川福祉会館 ○ 荒川福祉会館運営委員会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 沢内高齢者健康増進ふれあい館 ○ 沢内自治会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター ○ 社会福祉法人大仙市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 玉川荘 ○ 下大戸部落会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 鞠子苑 ○ 社団法人　大仙市シルバー人材センター ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 高畑へき地保育所 ○ 社会福祉法人大曲保育会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市寺館地域ふれあいセンター ○ 寺館部落会 ○ ○ H 20 6 27 H 20 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田関根緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田窪関南緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田大町緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田中里緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田駒場北緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田三本扇緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田国見緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田農産物処理加工施設 ○ 秋田おばこ農業協同組合 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和家畜排泄物処理施設 ○ 大仙市協和稲沢堆肥生産組合 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市中仙地域農業総合管理施設 ○ 物産中仙株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北地域産物加工販売施設 ○ 大仙市西仙北地域産物展示販売施設協議会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 協和遺跡・陶芸の里交流施設 ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 協和農林水産物直売・食材供給施設 ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 米ヶ森公園 ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市まほろば唐松中世の館 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市工学博士物部長穂記念館 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市  大仙市まほろば唐松公園施設（通称　わんぱくの森） ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市立太田就業改善センター ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 由利本荘市 新沢小規模水道

05秋田県 由利本荘市 沼小規模水道

05秋田県 由利本荘市 高村小規模水道

05秋田県 由利本荘市 黒沢小規模水道

05秋田県 由利本荘市 上椿飲料水供給施設

05秋田県 由利本荘市 及位簡易水道

05秋田県 由利本荘市 熊之子沢簡易水道

05秋田県 由利本荘市 沢内小規模水道

05秋田県 由利本荘市 滝俣多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 南沢多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 二古多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 勝手多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 上新谷多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海射撃場

05秋田県 潟上市 20 潟上市天王ふれあい交流センター

05秋田県 潟上市 潟上市鞍掛沼公園展望塔

05秋田県 潟上市 潟上市農山漁村活性化施設

05秋田県 潟上市 潟上市昭和地域農業総合管理施設

05秋田県 潟上市 潟上市元木山公園グラウンドゴルフ場

05秋田県 潟上市 潟上市昭和高齢者ふれあい館

05秋田県 潟上市 潟上市昭和デイサービスセンター

05秋田県 潟上市 潟上市昭和在宅介護支援センター

05秋田県 潟上市 潟上市飯田川社会福祉会館

05秋田県 潟上市 潟上市飯田川高齢者生きがい対策創作館

05秋田県 潟上市 鞍掛沼公園

05秋田県 潟上市 追分地区公園

05秋田県 潟上市 元木山公園

05秋田県 潟上市 飯田川南公園

05秋田県 潟上市 天王多目的健康広場

05秋田県 潟上市 飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

05秋田県 潟上市 上町自治会館

05秋田県 潟上市 天王本郷自治会館

05秋田県 潟上市 潟上市有線放送電話施設

05秋田県 潟上市 天王漁業集落運動広場

05秋田県 大仙市 127 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」

05秋田県 大仙市 太田北部墓園

05秋田県 大仙市 太田東部墓園

05秋田県 大仙市 上淀川エコ対策コミュニティセンター

05秋田県 大仙市 水沢世代交流福祉館

05秋田県 大仙市 小種世代交流福祉館

05秋田県 大仙市 中淀川世代交流福祉館

05秋田県 大仙市 荒川福祉会館

05秋田県 大仙市 沢内高齢者健康増進ふれあい館

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター

05秋田県 大仙市 玉川荘

05秋田県 大仙市 鞠子苑

05秋田県 大仙市 高畑へき地保育所

05秋田県 大仙市 大仙市寺館地域ふれあいセンター

05秋田県 大仙市 太田関根緑地広場

05秋田県 大仙市 太田窪関南緑地広場

05秋田県 大仙市 太田大町緑地広場

05秋田県 大仙市 太田中里緑地広場

05秋田県 大仙市 太田駒場北緑地広場

05秋田県 大仙市 太田三本扇緑地広場

05秋田県 大仙市 太田国見緑地広場

05秋田県 大仙市 大仙市太田農産物処理加工施設

05秋田県 大仙市 大仙市協和家畜排泄物処理施設

05秋田県 大仙市 大仙市中仙地域農業総合管理施設

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北地域産物加工販売施設

05秋田県 大仙市 協和遺跡・陶芸の里交流施設

05秋田県 大仙市 協和農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 大仙市 米ヶ森公園

05秋田県 大仙市 大仙市まほろば唐松中世の館

05秋田県 大仙市 大仙市工学博士物部長穂記念館

05秋田県 大仙市  大仙市まほろば唐松公園施設（通称　わんぱくの森）

05秋田県 大仙市 大仙市立太田就業改善センター

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ 自主事業の計画に関すること ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 由利本荘市 新沢小規模水道

05秋田県 由利本荘市 沼小規模水道

05秋田県 由利本荘市 高村小規模水道

05秋田県 由利本荘市 黒沢小規模水道

05秋田県 由利本荘市 上椿飲料水供給施設

05秋田県 由利本荘市 及位簡易水道

05秋田県 由利本荘市 熊之子沢簡易水道

05秋田県 由利本荘市 沢内小規模水道

05秋田県 由利本荘市 滝俣多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 南沢多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 二古多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 勝手多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 上新谷多目的屋内体育施設

05秋田県 由利本荘市 由利本荘市鳥海射撃場

05秋田県 潟上市 20 潟上市天王ふれあい交流センター

05秋田県 潟上市 潟上市鞍掛沼公園展望塔

05秋田県 潟上市 潟上市農山漁村活性化施設

05秋田県 潟上市 潟上市昭和地域農業総合管理施設

05秋田県 潟上市 潟上市元木山公園グラウンドゴルフ場

05秋田県 潟上市 潟上市昭和高齢者ふれあい館

05秋田県 潟上市 潟上市昭和デイサービスセンター

05秋田県 潟上市 潟上市昭和在宅介護支援センター

05秋田県 潟上市 潟上市飯田川社会福祉会館

05秋田県 潟上市 潟上市飯田川高齢者生きがい対策創作館

05秋田県 潟上市 鞍掛沼公園

05秋田県 潟上市 追分地区公園

05秋田県 潟上市 元木山公園

05秋田県 潟上市 飯田川南公園

05秋田県 潟上市 天王多目的健康広場

05秋田県 潟上市 飯田川二荒山グラウンドゴルフ場

05秋田県 潟上市 上町自治会館

05秋田県 潟上市 天王本郷自治会館

05秋田県 潟上市 潟上市有線放送電話施設

05秋田県 潟上市 天王漁業集落運動広場

05秋田県 大仙市 127 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」

05秋田県 大仙市 太田北部墓園

05秋田県 大仙市 太田東部墓園

05秋田県 大仙市 上淀川エコ対策コミュニティセンター

05秋田県 大仙市 水沢世代交流福祉館

05秋田県 大仙市 小種世代交流福祉館

05秋田県 大仙市 中淀川世代交流福祉館

05秋田県 大仙市 荒川福祉会館

05秋田県 大仙市 沢内高齢者健康増進ふれあい館

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北高齢者ふれあいセンター

05秋田県 大仙市 玉川荘

05秋田県 大仙市 鞠子苑

05秋田県 大仙市 高畑へき地保育所

05秋田県 大仙市 大仙市寺館地域ふれあいセンター

05秋田県 大仙市 太田関根緑地広場

05秋田県 大仙市 太田窪関南緑地広場

05秋田県 大仙市 太田大町緑地広場

05秋田県 大仙市 太田中里緑地広場

05秋田県 大仙市 太田駒場北緑地広場

05秋田県 大仙市 太田三本扇緑地広場

05秋田県 大仙市 太田国見緑地広場

05秋田県 大仙市 大仙市太田農産物処理加工施設

05秋田県 大仙市 大仙市協和家畜排泄物処理施設

05秋田県 大仙市 大仙市中仙地域農業総合管理施設

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北地域産物加工販売施設

05秋田県 大仙市 協和遺跡・陶芸の里交流施設

05秋田県 大仙市 協和農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 大仙市 米ヶ森公園

05秋田県 大仙市 大仙市まほろば唐松中世の館

05秋田県 大仙市 大仙市工学博士物部長穂記念館

05秋田県 大仙市  大仙市まほろば唐松公園施設（通称　わんぱくの森）

05秋田県 大仙市 大仙市立太田就業改善センター

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 大仙市 大仙市太田ふるさと館 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市立太田南部コミュニティ・センター ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市立太田農村環境改善センター ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田北部地区多目的研修センター ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田北部地区公園 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田東今泉緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田トレーニングセンター ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田体育館 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市営太田球場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田テニスコート ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田多目的運動広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田体育館クラブハウス ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田多目的グラウンド ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田新興緑地広場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田南部地区公園 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 横沢東農村公園 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田東部地区公園 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市峰吉川基幹集落センター ○ 峰吉川地区振興協議会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 刈和野地区コミュニティセンター ○ 刈和野地区コミュニティ運営委員会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市小杉山地区生涯学習センター ○ 小杉山自治会 ○ ○ H 19 12 21 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大台スキー場 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田交流の森 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田レクリエーションの森 ○ 太田町生活リゾート株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田ふれあいの里 ○ 株式会社　わらび座 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 太田農村体験の里 ○ 株式会社　わらび座 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設 ○ 株式会社神岡ふるさと振興公社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市神岡交流促進センター ○ 株式会社神岡ふるさと振興公社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 協和温泉（四季の湯） ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 西仙北ぬく森温泉ユメリア ○ 新潟新光電機株式会社・新生ビルテクノ株式会社共同企業体 ○ ○ H 24 3 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市観光情報センター ○ 大仙市大曲観光物産協会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和モーターサイクル場 ○ 秋田県モータースポーツ振興会 ○ ○ H 23 3 18 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 史跡の里交流プラザ「柵の湯」 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市仙北まがり家 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市仙北歴史民俗資料館 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市仙北民具資料館（餅の館） ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市南外ふるさと館 ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市南外民俗資料交流館 ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 ねむのき駐車場 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大曲駅東駐車場 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大曲駅前自転車駐車場 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大曲駅東自転車駐車場 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市八乙女交流センター ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市営八乙女球場 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市八乙女運動公園テニスコート ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 八乙女温泉さくら荘 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 24 1 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市立協和公民館淀川分館 ○ 淀川振興協議会 ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和淀川農林漁業者トレーニングセンター ○ 淀川振興協議会 ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和多目的交流施設（樹パル） ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和野球場 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和体育館 ○ むつみ造園土木株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大曲ファミリーキャンプ場 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市総合公園（テニスコート） ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市総合公園（野球場） ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市民プール ○ 大曲スポーツクラブ ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市大曲体育館 ○ 大曲スポーツクラブ ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市立大曲武道館 ○ 大曲スポーツクラブ ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 神岡中央公園（屋内多目的施設） ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 神岡中央公園（テニスコート） ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市神岡テニスコート ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 神岡中央公園 ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市神岡体育館 ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市営神岡野球場 ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市神岡農村広場 ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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制度導入施
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05秋田県 大仙市 大仙市太田ふるさと館

05秋田県 大仙市 大仙市立太田南部コミュニティ・センター

05秋田県 大仙市 大仙市立太田農村環境改善センター

05秋田県 大仙市 大仙市太田北部地区多目的研修センター

05秋田県 大仙市 太田北部地区公園

05秋田県 大仙市 大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設

05秋田県 大仙市 太田東今泉緑地広場

05秋田県 大仙市 大仙市太田トレーニングセンター

05秋田県 大仙市 大仙市太田体育館

05秋田県 大仙市 大仙市営太田球場

05秋田県 大仙市 大仙市太田テニスコート

05秋田県 大仙市 大仙市太田多目的運動広場

05秋田県 大仙市 大仙市太田体育館クラブハウス

05秋田県 大仙市 大仙市太田多目的グラウンド

05秋田県 大仙市 大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設

05秋田県 大仙市 太田新興緑地広場

05秋田県 大仙市 太田南部地区公園

05秋田県 大仙市 横沢東農村公園

05秋田県 大仙市 太田東部地区公園

05秋田県 大仙市 大仙市峰吉川基幹集落センター

05秋田県 大仙市 刈和野地区コミュニティセンター

05秋田県 大仙市 大仙市小杉山地区生涯学習センター

05秋田県 大仙市 大台スキー場

05秋田県 大仙市 太田交流の森

05秋田県 大仙市 太田レクリエーションの森

05秋田県 大仙市 太田ふれあいの里

05秋田県 大仙市 太田農村体験の里

05秋田県 大仙市 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設

05秋田県 大仙市 大仙市神岡交流促進センター

05秋田県 大仙市 協和温泉（四季の湯）

05秋田県 大仙市 西仙北ぬく森温泉ユメリア

05秋田県 大仙市 大仙市観光情報センター

05秋田県 大仙市 大仙市協和モーターサイクル場

05秋田県 大仙市 史跡の里交流プラザ「柵の湯」

05秋田県 大仙市 大仙市仙北まがり家

05秋田県 大仙市 大仙市仙北歴史民俗資料館

05秋田県 大仙市 大仙市仙北民具資料館（餅の館）

05秋田県 大仙市 大仙市南外ふるさと館

05秋田県 大仙市 大仙市南外民俗資料交流館

05秋田県 大仙市 ねむのき駐車場

05秋田県 大仙市 大曲駅東駐車場

05秋田県 大仙市 大曲駅前自転車駐車場

05秋田県 大仙市 大曲駅東自転車駐車場

05秋田県 大仙市 大仙市八乙女交流センター

05秋田県 大仙市 大仙市営八乙女球場

05秋田県 大仙市 大仙市八乙女運動公園テニスコート

05秋田県 大仙市 八乙女温泉さくら荘

05秋田県 大仙市 大仙市立協和公民館淀川分館

05秋田県 大仙市 大仙市協和淀川農林漁業者トレーニングセンター

05秋田県 大仙市 大仙市協和多目的交流施設（樹パル）

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和野球場

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和体育館

05秋田県 大仙市 大曲ファミリーキャンプ場

05秋田県 大仙市 大仙市総合公園（テニスコート）

05秋田県 大仙市 大仙市総合公園（野球場）

05秋田県 大仙市 大仙市民プール

05秋田県 大仙市 大仙市大曲体育館

05秋田県 大仙市 大仙市立大曲武道館

05秋田県 大仙市 神岡中央公園（屋内多目的施設）

05秋田県 大仙市 神岡中央公園（テニスコート）

05秋田県 大仙市 大仙市神岡テニスコート

05秋田県 大仙市 神岡中央公園

05秋田県 大仙市 大仙市神岡体育館

05秋田県 大仙市 大仙市営神岡野球場

05秋田県 大仙市 大仙市神岡農村広場

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 大仙市 大仙市太田ふるさと館

05秋田県 大仙市 大仙市立太田南部コミュニティ・センター

05秋田県 大仙市 大仙市立太田農村環境改善センター

05秋田県 大仙市 大仙市太田北部地区多目的研修センター

05秋田県 大仙市 太田北部地区公園

05秋田県 大仙市 大仙市太田高齢者等活動・生活支援促進機械施設

05秋田県 大仙市 太田東今泉緑地広場

05秋田県 大仙市 大仙市太田トレーニングセンター

05秋田県 大仙市 大仙市太田体育館

05秋田県 大仙市 大仙市営太田球場

05秋田県 大仙市 大仙市太田テニスコート

05秋田県 大仙市 大仙市太田多目的運動広場

05秋田県 大仙市 大仙市太田体育館クラブハウス

05秋田県 大仙市 大仙市太田多目的グラウンド

05秋田県 大仙市 大仙市太田地域農産物等活用型総合交流促進施設

05秋田県 大仙市 太田新興緑地広場

05秋田県 大仙市 太田南部地区公園

05秋田県 大仙市 横沢東農村公園

05秋田県 大仙市 太田東部地区公園

05秋田県 大仙市 大仙市峰吉川基幹集落センター

05秋田県 大仙市 刈和野地区コミュニティセンター

05秋田県 大仙市 大仙市小杉山地区生涯学習センター

05秋田県 大仙市 大台スキー場

05秋田県 大仙市 太田交流の森

05秋田県 大仙市 太田レクリエーションの森

05秋田県 大仙市 太田ふれあいの里

05秋田県 大仙市 太田農村体験の里

05秋田県 大仙市 大仙市神岡生産物直売・食材供給施設

05秋田県 大仙市 大仙市神岡交流促進センター

05秋田県 大仙市 協和温泉（四季の湯）

05秋田県 大仙市 西仙北ぬく森温泉ユメリア

05秋田県 大仙市 大仙市観光情報センター

05秋田県 大仙市 大仙市協和モーターサイクル場

05秋田県 大仙市 史跡の里交流プラザ「柵の湯」

05秋田県 大仙市 大仙市仙北まがり家

05秋田県 大仙市 大仙市仙北歴史民俗資料館

05秋田県 大仙市 大仙市仙北民具資料館（餅の館）

05秋田県 大仙市 大仙市南外ふるさと館

05秋田県 大仙市 大仙市南外民俗資料交流館

05秋田県 大仙市 ねむのき駐車場

05秋田県 大仙市 大曲駅東駐車場

05秋田県 大仙市 大曲駅前自転車駐車場

05秋田県 大仙市 大曲駅東自転車駐車場

05秋田県 大仙市 大仙市八乙女交流センター

05秋田県 大仙市 大仙市営八乙女球場

05秋田県 大仙市 大仙市八乙女運動公園テニスコート

05秋田県 大仙市 八乙女温泉さくら荘

05秋田県 大仙市 大仙市立協和公民館淀川分館

05秋田県 大仙市 大仙市協和淀川農林漁業者トレーニングセンター

05秋田県 大仙市 大仙市協和多目的交流施設（樹パル）

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和野球場

05秋田県 大仙市 大仙市サン・スポーツランド協和体育館

05秋田県 大仙市 大曲ファミリーキャンプ場

05秋田県 大仙市 大仙市総合公園（テニスコート）

05秋田県 大仙市 大仙市総合公園（野球場）

05秋田県 大仙市 大仙市民プール

05秋田県 大仙市 大仙市大曲体育館

05秋田県 大仙市 大仙市立大曲武道館

05秋田県 大仙市 神岡中央公園（屋内多目的施設）

05秋田県 大仙市 神岡中央公園（テニスコート）

05秋田県 大仙市 大仙市神岡テニスコート

05秋田県 大仙市 神岡中央公園

05秋田県 大仙市 大仙市神岡体育館

05秋田県 大仙市 大仙市営神岡野球場

05秋田県 大仙市 大仙市神岡農村広場

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 大仙市 中川原運動公園（グラウンドゴルフ場・サッカー場） ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 中川原コミュニティ公園 ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市営中川原グラウンド ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市笹倉公園 ○ 太平ビルサービス株式会社 ○ ○ H 21 12 25 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 協和スキー場 ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和林業休養センター美山荘 ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和休養センター ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和林間球技場 ○ 株式会社協和振興開発公社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市南外体育館 ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市南外テニスコート ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市営南外運動場（野球場） ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市南外山村運動広場 ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 南外ふれあいパーク ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 南外ふれあいパーク（ふれあい広場） ○ 厚生ビル管理株式会社 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市営仙北球場 ○ 株式会社オーエンス ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市ふれあい体育館 ○ 株式会社オーエンス ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市仙北健康広場 ○ 株式会社オーエンス ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市立仙北第二武道館 ○ 株式会社オーエンス ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和農業体験学習館 ○ 農事組合法人　たねっこ ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市神岡神清水コミュニティセンター ○ 宇船部落会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 宇船農村公園 ○ 宇船部落会 ○ ○ H 22 12 24 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大曲ファミリースキー場 ○ 株式会社大曲スポーツセンター ○ ○ H 23 9 21 H 23 12 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和内水面漁業近代化施設 ○ 庄内養殖管理組合 ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市協和広場等利用施設 ○ 庄内養殖管理組合 ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大曲地域職業訓練センター ○ 職業訓練法人大曲仙北職業訓練協会 ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北緑地運動広場野球場 ○ （株）オーエンス ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場 ○ （株）オーエンス ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北スポーツセンター ○ （株）オーエンス ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大仙市 土川保育園 ○ 社会福祉法人　大空大仙 ○ ○ H 23 12 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 66 北秋田市新屋布コミュニティセンター ○ 新屋布自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 米内沢本郷会館 ○ 米内沢本郷会 ○ ○ H 22 7 1 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市湯口内集会所 ○ 湯口内自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市小渕集会所 ○ 小渕自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 新屋敷会館 ○ 坊沢新屋敷町内会 ○ ○ H 21 1 1 H 21 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市松ヶ丘児童館 ○ 松ヶ丘自治会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 もろびこども園 ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 19 10 26 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 寿荘 ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 ことぶき荘 ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 サテライトステ－ションつづれこ ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 20 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市地域福祉センター ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 23 12 20 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 ケアタウンたかのす ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 7 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 補助器具センターたかのす ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 サポートハウスたかのす ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市森吉生活支援ハウス ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市軽費老人ホーム（Ａ型）大野台エコーハイツ ○ 社会福祉法人　秋田県民生協会 ○ ○ H 20 3 17 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市合川高齢者生活支援施設 ○ 社会福祉法人　秋田県民生協会 ○ ○ H 20 3 17 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市特別養護老人ホーム森泉荘 ○ 社会福祉法人　交楽会 ○ ○ H 20 3 30 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 森泉荘老人短期入所施設 ○ 社会福祉法人　交楽会 ○ ○ H 20 3 30 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑 ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 もろび苑指定通所介護事業所 ○ 社会福祉法人　北秋田市社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 27 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市障害者生活支援センター ○ 社会福祉法人　県北報公会 ○ ○ H 20 11 7 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 フードセンターたかのす ○ 財団法人　たかのす福祉公社 ○ ○ H 19 10 26 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 小ヶ田生活改善センター ○ 小ヶ田自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 糠沢会館 ○ 糠沢自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 前山森林交流センター ○ 前山自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 脇神森林交流センター ○ 脇神自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 掛泥交流センター ○ 掛泥自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 坊山交流センタ－ ○ 坊山自治会 ○ ○ H 21 1 1 H 21 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 南鷹巣交流センター ○ 南鷹巣自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 東根田多目的集会施設 ○ 東根田自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 雪田多目的集会施設 ○ 雪田自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 三木田多目的集会施設 ○ 三木田部落 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 羽根山活性化施設 ○ 羽根山自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 摩当活性化施設 ○ 摩当自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 桃栄多目的集会施設 ○ 桃栄自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 川井交流センタ－ ○ 川井自治会 ○ ○ H 21 1 1 H 21 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

34 / 51 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 大仙市 中川原運動公園（グラウンドゴルフ場・サッカー場）

05秋田県 大仙市 中川原コミュニティ公園

05秋田県 大仙市 大仙市営中川原グラウンド

05秋田県 大仙市 大仙市笹倉公園

05秋田県 大仙市 協和スキー場

05秋田県 大仙市 大仙市協和林業休養センター美山荘

05秋田県 大仙市 大仙市協和休養センター

05秋田県 大仙市 大仙市協和林間球技場

05秋田県 大仙市 大仙市南外体育館

05秋田県 大仙市 大仙市南外テニスコート

05秋田県 大仙市 大仙市営南外運動場（野球場）

05秋田県 大仙市 大仙市南外山村運動広場

05秋田県 大仙市 南外ふれあいパーク

05秋田県 大仙市 南外ふれあいパーク（ふれあい広場）

05秋田県 大仙市 大仙市営仙北球場

05秋田県 大仙市 大仙市ふれあい体育館

05秋田県 大仙市 大仙市仙北健康広場

05秋田県 大仙市 大仙市立仙北第二武道館

05秋田県 大仙市 大仙市協和農業体験学習館

05秋田県 大仙市 大仙市神岡神清水コミュニティセンター

05秋田県 大仙市 宇船農村公園

05秋田県 大仙市 大曲ファミリースキー場

05秋田県 大仙市 大仙市協和内水面漁業近代化施設

05秋田県 大仙市 大仙市協和広場等利用施設

05秋田県 大仙市 大曲地域職業訓練センター

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北緑地運動広場野球場

05秋田県 大仙市 西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北スポーツセンター

05秋田県 大仙市 土川保育園

05秋田県 北秋田市 66 北秋田市新屋布コミュニティセンター

05秋田県 北秋田市 米内沢本郷会館

05秋田県 北秋田市 北秋田市湯口内集会所

05秋田県 北秋田市 北秋田市小渕集会所

05秋田県 北秋田市 新屋敷会館

05秋田県 北秋田市 北秋田市松ヶ丘児童館

05秋田県 北秋田市 もろびこども園

05秋田県 北秋田市 寿荘

05秋田県 北秋田市 ことぶき荘

05秋田県 北秋田市 サテライトステ－ションつづれこ

05秋田県 北秋田市 北秋田市地域福祉センター

05秋田県 北秋田市 ケアタウンたかのす

05秋田県 北秋田市 補助器具センターたかのす

05秋田県 北秋田市 サポートハウスたかのす

05秋田県 北秋田市 北秋田市森吉生活支援ハウス

05秋田県 北秋田市 北秋田市軽費老人ホーム（Ａ型）大野台エコーハイツ

05秋田県 北秋田市 北秋田市合川高齢者生活支援施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市特別養護老人ホーム森泉荘

05秋田県 北秋田市 森泉荘老人短期入所施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑

05秋田県 北秋田市 もろび苑指定通所介護事業所

05秋田県 北秋田市 北秋田市障害者生活支援センター

05秋田県 北秋田市 フードセンターたかのす

05秋田県 北秋田市 小ヶ田生活改善センター

05秋田県 北秋田市 糠沢会館

05秋田県 北秋田市 前山森林交流センター

05秋田県 北秋田市 脇神森林交流センター

05秋田県 北秋田市 掛泥交流センター

05秋田県 北秋田市 坊山交流センタ－

05秋田県 北秋田市 南鷹巣交流センター

05秋田県 北秋田市 東根田多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 雪田多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 三木田多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 羽根山活性化施設

05秋田県 北秋田市 摩当活性化施設

05秋田県 北秋田市 桃栄多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 川井交流センタ－

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 大仙市 中川原運動公園（グラウンドゴルフ場・サッカー場）

05秋田県 大仙市 中川原コミュニティ公園

05秋田県 大仙市 大仙市営中川原グラウンド

05秋田県 大仙市 大仙市笹倉公園

05秋田県 大仙市 協和スキー場

05秋田県 大仙市 大仙市協和林業休養センター美山荘

05秋田県 大仙市 大仙市協和休養センター

05秋田県 大仙市 大仙市協和林間球技場

05秋田県 大仙市 大仙市南外体育館

05秋田県 大仙市 大仙市南外テニスコート

05秋田県 大仙市 大仙市営南外運動場（野球場）

05秋田県 大仙市 大仙市南外山村運動広場

05秋田県 大仙市 南外ふれあいパーク

05秋田県 大仙市 南外ふれあいパーク（ふれあい広場）

05秋田県 大仙市 大仙市営仙北球場

05秋田県 大仙市 大仙市ふれあい体育館

05秋田県 大仙市 大仙市仙北健康広場

05秋田県 大仙市 大仙市立仙北第二武道館

05秋田県 大仙市 大仙市協和農業体験学習館

05秋田県 大仙市 大仙市神岡神清水コミュニティセンター

05秋田県 大仙市 宇船農村公園

05秋田県 大仙市 大曲ファミリースキー場

05秋田県 大仙市 大仙市協和内水面漁業近代化施設

05秋田県 大仙市 大仙市協和広場等利用施設

05秋田県 大仙市 大曲地域職業訓練センター

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北緑地運動広場野球場

05秋田県 大仙市 西仙北緑地運動広場グラウンド・ゴルフ場

05秋田県 大仙市 大仙市西仙北スポーツセンター

05秋田県 大仙市 土川保育園

05秋田県 北秋田市 66 北秋田市新屋布コミュニティセンター

05秋田県 北秋田市 米内沢本郷会館

05秋田県 北秋田市 北秋田市湯口内集会所

05秋田県 北秋田市 北秋田市小渕集会所

05秋田県 北秋田市 新屋敷会館

05秋田県 北秋田市 北秋田市松ヶ丘児童館

05秋田県 北秋田市 もろびこども園

05秋田県 北秋田市 寿荘

05秋田県 北秋田市 ことぶき荘

05秋田県 北秋田市 サテライトステ－ションつづれこ

05秋田県 北秋田市 北秋田市地域福祉センター

05秋田県 北秋田市 ケアタウンたかのす

05秋田県 北秋田市 補助器具センターたかのす

05秋田県 北秋田市 サポートハウスたかのす

05秋田県 北秋田市 北秋田市森吉生活支援ハウス

05秋田県 北秋田市 北秋田市軽費老人ホーム（Ａ型）大野台エコーハイツ

05秋田県 北秋田市 北秋田市合川高齢者生活支援施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市特別養護老人ホーム森泉荘

05秋田県 北秋田市 森泉荘老人短期入所施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁養護老人ホームもろび苑

05秋田県 北秋田市 もろび苑指定通所介護事業所

05秋田県 北秋田市 北秋田市障害者生活支援センター

05秋田県 北秋田市 フードセンターたかのす

05秋田県 北秋田市 小ヶ田生活改善センター

05秋田県 北秋田市 糠沢会館

05秋田県 北秋田市 前山森林交流センター

05秋田県 北秋田市 脇神森林交流センター

05秋田県 北秋田市 掛泥交流センター

05秋田県 北秋田市 坊山交流センタ－

05秋田県 北秋田市 南鷹巣交流センター

05秋田県 北秋田市 東根田多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 雪田多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 三木田多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 羽根山活性化施設

05秋田県 北秋田市 摩当活性化施設

05秋田県 北秋田市 桃栄多目的集会施設

05秋田県 北秋田市 川井交流センタ－

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 北秋田市 神成交流センター ○ 神成自治会 ○ ○ H 20 4 1 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 幸屋交流センター ○ 幸屋自治会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 今泉交流センター ○ 今泉自治会 ○ ○ H 22 7 1 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 浦田交流センター ○ 浦田自治会 ○ ○ H 22 7 1 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市李岱研修施設 ○ 李岱自治会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市アグリハウス ○ 秋田クマゲラ会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市畜産経営環境整備施設 ○ 有限会社　北秋田市有機センター ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市戸鳥内地区地域特産品生産施設 ○ 戸鳥内自治会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市セントラル合川 ○ 北秋田市商工会 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市大太鼓の館 ○ 鷹巣観光物産開発　株式会社 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市国民宿舎森吉山荘 ○ ぶなの雫森吉山　合資会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市太平湖グリーンハウス ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市妖精の森 ○ ぶなの雫森吉山　合資会社 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市クウィンス森吉 ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市コンベンションホール四季美館 ○ 株式会社　東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁異人館 ○ 有限会社　阿仁観光開発 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁郷土文化保存伝承館 ○ 有限会社　阿仁観光開発 ○ ○ H 20 12 26 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市ふるさとセンター（マタギ資料館） ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市打当温泉マタギの湯 ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁熊牧場 ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市農林水産物直売・食材供給施設 ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市農業者健康管理施設 ○ マタギの里観光開発株式会社 ○ ○ H 22 12 21 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市福田獅子舞伝承館 ○ 福田部落 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市美栄集会施設 ○ 美栄自治会 ○ ○ H 20 3 31 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市営薬師山スキー場 ○ 今泉自治会 ○ ○ H 21 12 15 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市民プール ○ 有限会社　シバタ ○ ○ H 21 12 15 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市民病院 ○ 秋田県厚生農業協同組合連合会 ○ ○ H 22 4 1 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市営森吉山阿仁スキー場 ○ 特定非営利活動法人　森吉山 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 北秋田市 北秋田市荒瀬地区コミュニティセンター ○ 荒瀬自治会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 にかほ市 2 象潟ねむの丘 ○ にかほ市観光開発㈱ ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 にかほ市 にかほ市温泉保養センターはまなす ○ にかほ市観光開発㈱ ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 32 市民バス（中川・下延八割線） ○ (株)西宮家 ○ ○ H 21 1 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 下延コミュニティセンター ○ 下延部落 ○ ○ H 24 1 30 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 下延農村公園 ○ 下延部落 ○ ○ H 24 1 30 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 八割コミュニティセンター ○ 八割部落 ○ ○ H 24 1 30 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 市民浴場東風の湯 ○ (株)アロマ田沢湖 ○ ○ H 22 3 31 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 西木温泉ふれあいプラザクリオン ○ (株)西木総合公社 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 総合交流ターミナル施設 ○ (株)アロマ田沢湖 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 ふれあい広場 ○ (株)アロマ田沢湖 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 交流促進センター ○ (株)花葉館 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 地域特産物提供体験施設 ○ (株)花葉館 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 交流滞在施設 ○ (株)花葉館 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 曲家 ○ (株)花葉館 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 角館森林総合利用施設 ○ (株)花葉館 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 かたまえ山森林公園 ○ ㈲田沢湖自然体験センター ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 西木山の幸資料館 ○ ㈲田沢湖自然体験センター ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 西木森林学習交流館 ○ ㈲田沢湖自然体験センター ○ ○ H 22 3 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 活性化施設（かたくり館） ○ 北小山田常会 ○ ○ H 23 3 15 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 自然ふれあい温泉館 ○ （株）アロマ田沢湖 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 田沢湖観光情報センター ○ （社）田沢湖観光協会 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 田沢湖キャンプ場 ○ ㈲田沢湖自然体験センター ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 縄文の森交流広場 ○ 商栄（株） ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 観光情報センター角館駅前蔵 ○ （社）角館町観光協会 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 憩の場角館スタシオン ○ （社）角館町観光協会 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 角館駅前駐輪場 ○ （社）角館町観光協会 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 角館駅前広場 ○ （社）角館町観光協会 ○ ○ H 24 1 13 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 角館中心市街地活性化支援センター ○ 仙北市商工会 ○ ○ H 24 2 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 角館西宮家 ○ （株）西宮家 ○ ○ H 24 3 26 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 勤労青少年ホーム ○ 仙北市体育協会 ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 外ノ山テニスコート ○ 仙北市体育協会 ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 角館交流センター ○ （株）東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 23 12 27 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 外町交流広場 ○ 特定非営利法人立町商店会 ○ ○ H 22 3 11 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 仙北市 田沢湖デイサービスセンター ○ 仙北市社会福祉協議会 ○ ○ H 22 5 19 H 22 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 8 小坂町デイサービスセンター　ゆーとりあ ○ 社会福祉法人小坂町社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 10 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 小坂町デイサービスセンター　ほっとりあ ○ 社会福祉法人小坂町社会福祉協議会 ○ ○ H 20 3 10 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 七滝観光物産直売所 ○ 有限会社柴田商店 ○ ○ H 22 9 17 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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05秋田県 北秋田市 神成交流センター

05秋田県 北秋田市 幸屋交流センター

05秋田県 北秋田市 今泉交流センター

05秋田県 北秋田市 浦田交流センター

05秋田県 北秋田市 北秋田市李岱研修施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市アグリハウス

05秋田県 北秋田市 北秋田市畜産経営環境整備施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市戸鳥内地区地域特産品生産施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市セントラル合川

05秋田県 北秋田市 北秋田市大太鼓の館

05秋田県 北秋田市 北秋田市国民宿舎森吉山荘

05秋田県 北秋田市 北秋田市太平湖グリーンハウス

05秋田県 北秋田市 北秋田市妖精の森

05秋田県 北秋田市 北秋田市クウィンス森吉

05秋田県 北秋田市 北秋田市コンベンションホール四季美館

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁異人館

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁郷土文化保存伝承館

05秋田県 北秋田市 北秋田市ふるさとセンター（マタギ資料館）

05秋田県 北秋田市 北秋田市打当温泉マタギの湯

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁熊牧場

05秋田県 北秋田市 北秋田市農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市農業者健康管理施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市福田獅子舞伝承館

05秋田県 北秋田市 北秋田市美栄集会施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市営薬師山スキー場

05秋田県 北秋田市 北秋田市民プール

05秋田県 北秋田市 北秋田市民病院

05秋田県 北秋田市 北秋田市営森吉山阿仁スキー場

05秋田県 北秋田市 北秋田市荒瀬地区コミュニティセンター

05秋田県 にかほ市 2 象潟ねむの丘

05秋田県 にかほ市 にかほ市温泉保養センターはまなす

05秋田県 仙北市 32 市民バス（中川・下延八割線）

05秋田県 仙北市 下延コミュニティセンター

05秋田県 仙北市 下延農村公園

05秋田県 仙北市 八割コミュニティセンター

05秋田県 仙北市 市民浴場東風の湯

05秋田県 仙北市 西木温泉ふれあいプラザクリオン

05秋田県 仙北市 総合交流ターミナル施設

05秋田県 仙北市 ふれあい広場

05秋田県 仙北市 交流促進センター

05秋田県 仙北市 地域特産物提供体験施設

05秋田県 仙北市 交流滞在施設

05秋田県 仙北市 曲家

05秋田県 仙北市 角館森林総合利用施設

05秋田県 仙北市 かたまえ山森林公園

05秋田県 仙北市 西木山の幸資料館

05秋田県 仙北市 西木森林学習交流館

05秋田県 仙北市 活性化施設（かたくり館）

05秋田県 仙北市 自然ふれあい温泉館

05秋田県 仙北市 田沢湖観光情報センター

05秋田県 仙北市 田沢湖キャンプ場

05秋田県 仙北市 縄文の森交流広場

05秋田県 仙北市 観光情報センター角館駅前蔵

05秋田県 仙北市 憩の場角館スタシオン

05秋田県 仙北市 角館駅前駐輪場

05秋田県 仙北市 角館駅前広場

05秋田県 仙北市 角館中心市街地活性化支援センター

05秋田県 仙北市 角館西宮家

05秋田県 仙北市 勤労青少年ホーム

05秋田県 仙北市 外ノ山テニスコート

05秋田県 仙北市 角館交流センター

05秋田県 仙北市 外町交流広場

05秋田県 仙北市 田沢湖デイサービスセンター

05秋田県 小坂町 8 小坂町デイサービスセンター　ゆーとりあ

05秋田県 小坂町 小坂町デイサービスセンター　ほっとりあ

05秋田県 小坂町 七滝観光物産直売所

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 北秋田市 神成交流センター

05秋田県 北秋田市 幸屋交流センター

05秋田県 北秋田市 今泉交流センター

05秋田県 北秋田市 浦田交流センター

05秋田県 北秋田市 北秋田市李岱研修施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市アグリハウス

05秋田県 北秋田市 北秋田市畜産経営環境整備施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市戸鳥内地区地域特産品生産施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市セントラル合川

05秋田県 北秋田市 北秋田市大太鼓の館

05秋田県 北秋田市 北秋田市国民宿舎森吉山荘

05秋田県 北秋田市 北秋田市太平湖グリーンハウス

05秋田県 北秋田市 北秋田市妖精の森

05秋田県 北秋田市 北秋田市クウィンス森吉

05秋田県 北秋田市 北秋田市コンベンションホール四季美館

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁異人館

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁郷土文化保存伝承館

05秋田県 北秋田市 北秋田市ふるさとセンター（マタギ資料館）

05秋田県 北秋田市 北秋田市打当温泉マタギの湯

05秋田県 北秋田市 北秋田市阿仁熊牧場

05秋田県 北秋田市 北秋田市農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市農業者健康管理施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市福田獅子舞伝承館

05秋田県 北秋田市 北秋田市美栄集会施設

05秋田県 北秋田市 北秋田市営薬師山スキー場

05秋田県 北秋田市 北秋田市民プール

05秋田県 北秋田市 北秋田市民病院

05秋田県 北秋田市 北秋田市営森吉山阿仁スキー場

05秋田県 北秋田市 北秋田市荒瀬地区コミュニティセンター

05秋田県 にかほ市 2 象潟ねむの丘

05秋田県 にかほ市 にかほ市温泉保養センターはまなす

05秋田県 仙北市 32 市民バス（中川・下延八割線）

05秋田県 仙北市 下延コミュニティセンター

05秋田県 仙北市 下延農村公園

05秋田県 仙北市 八割コミュニティセンター

05秋田県 仙北市 市民浴場東風の湯

05秋田県 仙北市 西木温泉ふれあいプラザクリオン

05秋田県 仙北市 総合交流ターミナル施設

05秋田県 仙北市 ふれあい広場

05秋田県 仙北市 交流促進センター

05秋田県 仙北市 地域特産物提供体験施設

05秋田県 仙北市 交流滞在施設

05秋田県 仙北市 曲家

05秋田県 仙北市 角館森林総合利用施設

05秋田県 仙北市 かたまえ山森林公園

05秋田県 仙北市 西木山の幸資料館

05秋田県 仙北市 西木森林学習交流館

05秋田県 仙北市 活性化施設（かたくり館）

05秋田県 仙北市 自然ふれあい温泉館

05秋田県 仙北市 田沢湖観光情報センター

05秋田県 仙北市 田沢湖キャンプ場

05秋田県 仙北市 縄文の森交流広場

05秋田県 仙北市 観光情報センター角館駅前蔵

05秋田県 仙北市 憩の場角館スタシオン

05秋田県 仙北市 角館駅前駐輪場

05秋田県 仙北市 角館駅前広場

05秋田県 仙北市 角館中心市街地活性化支援センター

05秋田県 仙北市 角館西宮家

05秋田県 仙北市 勤労青少年ホーム

05秋田県 仙北市 外ノ山テニスコート

05秋田県 仙北市 角館交流センター

05秋田県 仙北市 外町交流広場

05秋田県 仙北市 田沢湖デイサービスセンター

05秋田県 小坂町 8 小坂町デイサービスセンター　ゆーとりあ

05秋田県 小坂町 小坂町デイサービスセンター　ほっとりあ

05秋田県 小坂町 七滝観光物産直売所

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 小坂町 十和田ふるさとセンター ○ 小坂まちづくり株式会社 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 小坂町体験農園 ○ 株式会社あぐりランド ○ ○ H 22 12 22 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 小坂町康楽館 ○ 小坂まちづくり株式会社 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 小坂鉱山事務所 ○ 小坂まちづくり株式会社 ○ ○ H 24 3 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 小坂町 小坂町「天使館」 ○ 小坂まちづくり株式会社 ○ ○ H 24 3 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 14 上小阿仁村コミュニティセンター ○ 山ふじ温泉保存会 ○ ○ H 21 3 13 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村野菜集出荷施設 ○ あきた北央農業協同組合 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村物産センター ○ かみこあに観光物産株式会社 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 秋田杉の舘 ○ かみこあに観光物産株式会社 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村産業会館 ○ 上小阿仁村商工会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村若者センター ○ 沖田面部落会 ○ ○ H 21 3 13 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村沖田面近隣公園 ○ 沖田面部落会 ○ ○ H 21 3 13 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村上仏社担い手センター ○ 上仏社部落会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村下仏社多目的集会施設 ○ 下仏社部落会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村羽立集会施設 ○ 羽立部落会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村い樹い樹交流センター ○ 福舘部落会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村杉花交流センター ○ 杉花部落会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村長信田交流センター ○ 長信田部落会 ○ ○ H 20 12 18 H 21 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村農産加工施設 ○ かみこあに観光物産株式会社 ○ ○ H 22 3 30 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 24 藤里町自然公園 ○ 藤里町商工会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 コミュニティハウス ○ 藤里町商工会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 健康保養館 ○ ㈱藤里開発公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 藤里町共同福祉施設 ○ ㈱藤里開発公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 親水公園 ○ 藤里町商工会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 環境改善センター ○ 中通地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 金沢体育館 ○ 北部地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 観光物産館 ○ みそ加工グループ ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 サフォークの館 ○ 藤里町商工会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 藤里町高齢者・若者等活用農園 ○ 清水岱ドリーム ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 特用林産物生産出荷施設 ○ 藤里町振興協会 ○ ○ H 21 7 1 H 21 7 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 商店街コミュニティハウス ○ 藤里町商工会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 農畜産物処理加工センター ○ ㈱藤里開発公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 農林水産物直売・食材提供施設 ○ 産直あさひ会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 地域資源活用起業化施設(水の館) ○ ㈱藤里開発公社 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 粕毛交流センター ○ 粕毛地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 婦人・若者等活動促進施設 ○ 矢坂地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 米田会館 ○ 米田地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 大沢会館 ○ 大沢地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 中通会館 ○ 中通地区活動推進協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 金沢地区老人憩の家清流荘 ○ 北部地区活動推進協議会 ○ ○ H 21 4 1 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 総合福祉センター ○ 藤里町社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 生活支援ハウスぶなっち ○ 藤里町社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 藤里町 地域農産物供給施設 ○ ㈲白神農園ふじさと ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 69 三種町農村歌舞伎会館 ○ 森岳歌舞伎保存会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町地域福祉センター ○ 社会福祉法人　三種町社会福祉協議会 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山本在宅介護研修センター（山本いきいきセンター） ○ 社会福祉法人　三種町社会福祉協議会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町高屋敷地区コミュニティセンター ○ 高屋敷自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町増浦児童館 ○ 増浦自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町下砂子沢児童館 ○ 下砂子沢自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町牡丹児童館 ○ 牡丹自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町泉沢児童館 ○ 泉沢自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町鹿南児童館 ○ 鹿南自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町鹿中児童館 ○ 鹿中自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町羽立児童館 ○ 羽立地区会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町志戸橋児童館 ○ 志戸橋自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町泉八日児童館 ○ 泉八日自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町新田児童館 ○ 新田地区会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町二ツ森児童館 ○ 二ツ森自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町宮の目児童館 ○ 宮の目自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町槻田児童館 ○ 槻田自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町外岡児童館 ○ 外岡地区会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町藤木台児童館 ○ 藤木台自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町弘法町児童館 ○ 弘法町自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町割道児童館 ○ 割道地区会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町大町児童館 ○ 大町自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町浜村児童公園 ○ 深浜自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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05秋田県 小坂町 十和田ふるさとセンター

05秋田県 小坂町 小坂町体験農園

05秋田県 小坂町 小坂町康楽館

05秋田県 小坂町 小坂鉱山事務所

05秋田県 小坂町 小坂町「天使館」

05秋田県 上小阿仁村 14 上小阿仁村コミュニティセンター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村野菜集出荷施設

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村物産センター

05秋田県 上小阿仁村 秋田杉の舘

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村産業会館

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村若者センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村沖田面近隣公園

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村上仏社担い手センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村下仏社多目的集会施設

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村羽立集会施設

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村い樹い樹交流センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村杉花交流センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村長信田交流センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村農産加工施設

05秋田県 藤里町 24 藤里町自然公園

05秋田県 藤里町 コミュニティハウス

05秋田県 藤里町 健康保養館

05秋田県 藤里町 藤里町共同福祉施設

05秋田県 藤里町 親水公園

05秋田県 藤里町 環境改善センター

05秋田県 藤里町 金沢体育館

05秋田県 藤里町 観光物産館

05秋田県 藤里町 サフォークの館

05秋田県 藤里町 藤里町高齢者・若者等活用農園

05秋田県 藤里町 特用林産物生産出荷施設

05秋田県 藤里町 商店街コミュニティハウス

05秋田県 藤里町 農畜産物処理加工センター

05秋田県 藤里町 農林水産物直売・食材提供施設

05秋田県 藤里町 地域資源活用起業化施設(水の館)

05秋田県 藤里町 粕毛交流センター

05秋田県 藤里町 婦人・若者等活動促進施設

05秋田県 藤里町 米田会館

05秋田県 藤里町 大沢会館

05秋田県 藤里町 中通会館

05秋田県 藤里町 金沢地区老人憩の家清流荘

05秋田県 藤里町 総合福祉センター

05秋田県 藤里町 生活支援ハウスぶなっち

05秋田県 藤里町 地域農産物供給施設

05秋田県 三種町 69 三種町農村歌舞伎会館

05秋田県 三種町 三種町地域福祉センター

05秋田県 三種町 三種町山本在宅介護研修センター（山本いきいきセンター）

05秋田県 三種町 三種町高屋敷地区コミュニティセンター

05秋田県 三種町 三種町増浦児童館

05秋田県 三種町 三種町下砂子沢児童館

05秋田県 三種町 三種町牡丹児童館

05秋田県 三種町 三種町泉沢児童館

05秋田県 三種町 三種町鹿南児童館

05秋田県 三種町 三種町鹿中児童館

05秋田県 三種町 三種町羽立児童館

05秋田県 三種町 三種町志戸橋児童館

05秋田県 三種町 三種町泉八日児童館

05秋田県 三種町 三種町新田児童館

05秋田県 三種町 三種町二ツ森児童館

05秋田県 三種町 三種町宮の目児童館

05秋田県 三種町 三種町槻田児童館

05秋田県 三種町 三種町外岡児童館

05秋田県 三種町 三種町藤木台児童館

05秋田県 三種町 三種町弘法町児童館

05秋田県 三種町 三種町割道児童館

05秋田県 三種町 三種町大町児童館

05秋田県 三種町 三種町浜村児童公園

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 小坂町 十和田ふるさとセンター

05秋田県 小坂町 小坂町体験農園

05秋田県 小坂町 小坂町康楽館

05秋田県 小坂町 小坂鉱山事務所

05秋田県 小坂町 小坂町「天使館」

05秋田県 上小阿仁村 14 上小阿仁村コミュニティセンター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村野菜集出荷施設

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村物産センター

05秋田県 上小阿仁村 秋田杉の舘

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村産業会館

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村若者センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村沖田面近隣公園

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村上仏社担い手センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村下仏社多目的集会施設

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村羽立集会施設

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村い樹い樹交流センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村杉花交流センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村長信田交流センター

05秋田県 上小阿仁村 上小阿仁村農産加工施設

05秋田県 藤里町 24 藤里町自然公園

05秋田県 藤里町 コミュニティハウス

05秋田県 藤里町 健康保養館

05秋田県 藤里町 藤里町共同福祉施設

05秋田県 藤里町 親水公園

05秋田県 藤里町 環境改善センター

05秋田県 藤里町 金沢体育館

05秋田県 藤里町 観光物産館

05秋田県 藤里町 サフォークの館

05秋田県 藤里町 藤里町高齢者・若者等活用農園

05秋田県 藤里町 特用林産物生産出荷施設

05秋田県 藤里町 商店街コミュニティハウス

05秋田県 藤里町 農畜産物処理加工センター

05秋田県 藤里町 農林水産物直売・食材提供施設

05秋田県 藤里町 地域資源活用起業化施設(水の館)

05秋田県 藤里町 粕毛交流センター

05秋田県 藤里町 婦人・若者等活動促進施設

05秋田県 藤里町 米田会館

05秋田県 藤里町 大沢会館

05秋田県 藤里町 中通会館

05秋田県 藤里町 金沢地区老人憩の家清流荘

05秋田県 藤里町 総合福祉センター

05秋田県 藤里町 生活支援ハウスぶなっち

05秋田県 藤里町 地域農産物供給施設

05秋田県 三種町 69 三種町農村歌舞伎会館

05秋田県 三種町 三種町地域福祉センター

05秋田県 三種町 三種町山本在宅介護研修センター（山本いきいきセンター）

05秋田県 三種町 三種町高屋敷地区コミュニティセンター

05秋田県 三種町 三種町増浦児童館

05秋田県 三種町 三種町下砂子沢児童館

05秋田県 三種町 三種町牡丹児童館

05秋田県 三種町 三種町泉沢児童館

05秋田県 三種町 三種町鹿南児童館

05秋田県 三種町 三種町鹿中児童館

05秋田県 三種町 三種町羽立児童館

05秋田県 三種町 三種町志戸橋児童館

05秋田県 三種町 三種町泉八日児童館

05秋田県 三種町 三種町新田児童館

05秋田県 三種町 三種町二ツ森児童館

05秋田県 三種町 三種町宮の目児童館

05秋田県 三種町 三種町槻田児童館

05秋田県 三種町 三種町外岡児童館

05秋田県 三種町 三種町藤木台児童館

05秋田県 三種町 三種町弘法町児童館

05秋田県 三種町 三種町割道児童館

05秋田県 三種町 三種町大町児童館

05秋田県 三種町 三種町浜村児童公園

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 三種町 三種町鹿中児童遊園地 ○ 鹿中自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町天瀬川集会所 ○ 天瀬川自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町内鯉川集会所 ○ 内鯉川自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町新屋敷集会所 ○ （鹿渡）新屋敷自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町深浜地区集会所 ○ 深浜自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町小谷沢集会所 ○ 小谷沢自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町勝平地区集会所 ○ 勝平自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町上岩川新屋敷地区集会所 ○ 上岩川新屋敷自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町羽根川地区集会所 ○ 羽根川自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町中村地区集会所 ○ 中村自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町ゆうタウンコミュニティセンター ○ 2次ゆうタウン自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町鯉川地区コミュニティセンター ○ 浜鯉川自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町館村地区コミュニティ施設 ○ 館村自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町沢目地区むらの生活館 ○ 十八坂自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町向達子生活改善センター ○ 向達子自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町小町集落生活改善センター ○ 小町自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町達子集落生活改善センター ○ 達子自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町和田集落生活改善センター ○ 和田自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町小新沢生活改善センター ○ 小新沢自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町金岡地区農業担い手センター ○ 豊岡自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町蛭沢多目的集会施設 ○ 蛭沢自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町入通地区多目的研修集会施設 ○ 入通自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町カイラゲ淵地区多目的研修集会施設 ○ 鰄淵自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町上砂子沢地区多目的研修集会施設 ○ 上砂子沢自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町上岩川羽立地区多目的研修集会施設 ○ 羽立自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町小出地区多目的研修集会施設 ○ 小出自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山谷地区多目的研修集会施設 ○ 山谷自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町琴丘山村高齢者活動促進センター ○ 川代自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山口地区農作業準備休養施設 ○ 山口自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町活性化施設（中野公民館） ○ 中野自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町活性化施設（長面公民館） ○ 長面自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 志戸橋野地区活動拠点センター ○ 志戸橋野自治会 ○ ○ H 23 3 10 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町琴丘体験学習物産館 ○ 財団法人　ことおか観光開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町琴丘共同福祉施設 ○ 財団法人　ことおか観光開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町琴丘農林水産物直売供給施設 ○ グリーンメッセ縄文 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町サンサンパークコテージ ○ 財団法人　ことおか観光開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(ぼうじゅ館) ○ 財団法人　ことおか観光開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(はねがわ湖水館) ○ 財団法人　ことおか観光開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町羽根川キャンプ場 ○ 財団法人　ことおか観光開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山本健康保養センター ○ 財団法人　三種町山本開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山本観光物産センター ○ 財団法人　三種町山本開発公社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町山本農林産物展示販売施設 ○ 三種町山本地域産物利用促進組合 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町八竜健康保養施設 ○ 株式会社　ゆめろん ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町八竜多目的健康広場 ○ 株式会社　ゆめろん ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町八竜総合交流ターミナル ○ 株式会社　ゆめろん ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 三種町 三種町飯塚多目的集会施設 ○ 飯塚自治会 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 26 岩館生活改善センター ○ 岩館第一自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 岩子生活改善センター ○ 岩子郷中 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 畑谷生活改善センター ○ 畑谷自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 大槻野生活改善センター ○ 大槻野自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 小手萩地区多目的集会施設 ○ 小手萩自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 沼田地区多目的集会施設 ○ 沼田自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 大信田地区多目的集会施設 ○ 大信田部落 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 石川地区多目的集会施設 ○ 石川郷中 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 塙地区多目的集会施設 ○ 塙部落 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 山村活性化支援センター ○ 大沢自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 中浜地区コミュニティセンター ○ 中浜自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 茂浦地区コミュニティセンター ○ 茂浦自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 八森第一地区コミュニティセンター ○ 八森第一自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 浜田地区コミュニティセンター ○ 浜田自治会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 水沢コミュニティセンター ○ 水沢郷中 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 立石地区コミュニティセンター ○ 立石自治会 ○ ○ H 20 12 17 H 21 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 横間地区コミュニティセンター ○ 横間自治会 ○ ○ H 20 12 17 H 21 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 内荒巻コミュニティセンター ○ 内荒巻自治会 ○ ○ H 22 3 2 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 外林地区集会施設 ○ 石川郷中 ○ ○ H 23 3 3 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 高齢者多目的集会施設 ○ 八峰町社会福祉協議会 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等
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都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 三種町 三種町鹿中児童遊園地

05秋田県 三種町 三種町天瀬川集会所

05秋田県 三種町 三種町内鯉川集会所

05秋田県 三種町 三種町新屋敷集会所

05秋田県 三種町 三種町深浜地区集会所

05秋田県 三種町 三種町小谷沢集会所

05秋田県 三種町 三種町勝平地区集会所

05秋田県 三種町 三種町上岩川新屋敷地区集会所

05秋田県 三種町 三種町羽根川地区集会所

05秋田県 三種町 三種町中村地区集会所

05秋田県 三種町 三種町ゆうタウンコミュニティセンター

05秋田県 三種町 三種町鯉川地区コミュニティセンター

05秋田県 三種町 三種町館村地区コミュニティ施設

05秋田県 三種町 三種町沢目地区むらの生活館

05秋田県 三種町 三種町向達子生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町小町集落生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町達子集落生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町和田集落生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町小新沢生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町金岡地区農業担い手センター

05秋田県 三種町 三種町蛭沢多目的集会施設

05秋田県 三種町 三種町入通地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町カイラゲ淵地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町上砂子沢地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町上岩川羽立地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町小出地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町山谷地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町琴丘山村高齢者活動促進センター

05秋田県 三種町 三種町山口地区農作業準備休養施設

05秋田県 三種町 三種町活性化施設（中野公民館）

05秋田県 三種町 三種町活性化施設（長面公民館）

05秋田県 三種町 志戸橋野地区活動拠点センター

05秋田県 三種町 三種町琴丘体験学習物産館

05秋田県 三種町 三種町琴丘共同福祉施設

05秋田県 三種町 三種町琴丘農林水産物直売供給施設

05秋田県 三種町 三種町サンサンパークコテージ

05秋田県 三種町 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(ぼうじゅ館)

05秋田県 三種町 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(はねがわ湖水館)

05秋田県 三種町 三種町羽根川キャンプ場

05秋田県 三種町 三種町山本健康保養センター

05秋田県 三種町 三種町山本観光物産センター

05秋田県 三種町 三種町山本農林産物展示販売施設

05秋田県 三種町 三種町八竜健康保養施設

05秋田県 三種町 三種町八竜多目的健康広場

05秋田県 三種町 三種町八竜総合交流ターミナル

05秋田県 三種町 三種町飯塚多目的集会施設

05秋田県 八峰町 26 岩館生活改善センター

05秋田県 八峰町 岩子生活改善センター

05秋田県 八峰町 畑谷生活改善センター

05秋田県 八峰町 大槻野生活改善センター

05秋田県 八峰町 小手萩地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 沼田地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 大信田地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 石川地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 塙地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 山村活性化支援センター

05秋田県 八峰町 中浜地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 茂浦地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 八森第一地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 浜田地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 水沢コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 立石地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 横間地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 内荒巻コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 外林地区集会施設

05秋田県 八峰町 高齢者多目的集会施設

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 三種町 三種町鹿中児童遊園地

05秋田県 三種町 三種町天瀬川集会所

05秋田県 三種町 三種町内鯉川集会所

05秋田県 三種町 三種町新屋敷集会所

05秋田県 三種町 三種町深浜地区集会所

05秋田県 三種町 三種町小谷沢集会所

05秋田県 三種町 三種町勝平地区集会所

05秋田県 三種町 三種町上岩川新屋敷地区集会所

05秋田県 三種町 三種町羽根川地区集会所

05秋田県 三種町 三種町中村地区集会所

05秋田県 三種町 三種町ゆうタウンコミュニティセンター

05秋田県 三種町 三種町鯉川地区コミュニティセンター

05秋田県 三種町 三種町館村地区コミュニティ施設

05秋田県 三種町 三種町沢目地区むらの生活館

05秋田県 三種町 三種町向達子生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町小町集落生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町達子集落生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町和田集落生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町小新沢生活改善センター

05秋田県 三種町 三種町金岡地区農業担い手センター

05秋田県 三種町 三種町蛭沢多目的集会施設

05秋田県 三種町 三種町入通地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町カイラゲ淵地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町上砂子沢地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町上岩川羽立地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町小出地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町山谷地区多目的研修集会施設

05秋田県 三種町 三種町琴丘山村高齢者活動促進センター

05秋田県 三種町 三種町山口地区農作業準備休養施設

05秋田県 三種町 三種町活性化施設（中野公民館）

05秋田県 三種町 三種町活性化施設（長面公民館）

05秋田県 三種町 志戸橋野地区活動拠点センター

05秋田県 三種町 三種町琴丘体験学習物産館

05秋田県 三種町 三種町琴丘共同福祉施設

05秋田県 三種町 三種町琴丘農林水産物直売供給施設

05秋田県 三種町 三種町サンサンパークコテージ

05秋田県 三種町 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(ぼうじゅ館)

05秋田県 三種町 三種町山村林業構造改善事業生活環境施設(はねがわ湖水館)

05秋田県 三種町 三種町羽根川キャンプ場

05秋田県 三種町 三種町山本健康保養センター

05秋田県 三種町 三種町山本観光物産センター

05秋田県 三種町 三種町山本農林産物展示販売施設

05秋田県 三種町 三種町八竜健康保養施設

05秋田県 三種町 三種町八竜多目的健康広場

05秋田県 三種町 三種町八竜総合交流ターミナル

05秋田県 三種町 三種町飯塚多目的集会施設

05秋田県 八峰町 26 岩館生活改善センター

05秋田県 八峰町 岩子生活改善センター

05秋田県 八峰町 畑谷生活改善センター

05秋田県 八峰町 大槻野生活改善センター

05秋田県 八峰町 小手萩地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 沼田地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 大信田地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 石川地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 塙地区多目的集会施設

05秋田県 八峰町 山村活性化支援センター

05秋田県 八峰町 中浜地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 茂浦地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 八森第一地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 浜田地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 水沢コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 立石地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 横間地区コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 内荒巻コミュニティセンター

05秋田県 八峰町 外林地区集会施設

05秋田県 八峰町 高齢者多目的集会施設

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 八峰町 野菜集出荷施設 ○ 秋田やまもと農業協同組合 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 産地直売施設　おらほの館 ○ 峰浜産地形成促進施設利用組合 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 ハタハタ館 ○ ハタハタの里観光事業株式会社 ○ ○ H 21 3 5 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 八峰町農林水産物処理加工施設 ○ 八峰白神自然食品株式会社 ○ ○ H 20 3 6 H 20 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 八峰町農林水産物直売施設 ○ 八峰町農林水産物直売所「ぶりこ」組合 ○ ○ H 24 3 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八峰町 八峰町漁村コミュニティ市場 ○ はちもり観光市組合 ○ ○ H 22 3 2 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 20 恋地集会所 ○ 恋地町内会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 杉沢集会所 ○ 杉沢町内会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 寺庭集会所 ○ 寺庭町内会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 帝釈寺集会所 ○ 帝釈寺町内会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 町村集会所 ○ 町村町内会 ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 五城目町斎場 ○ 有限会社秋田技能社 ○ ○ H 24 2 2 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 五城館 ○ 株式会社あったか五城目 ○ ○ H 24 2 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 五城目町北部地区コミュニティ施設 ○ 新おせど会館運営協議会 ○ ○ H 24 2 2 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 新里町集会所 ○ 新里町町内会 ○ ○ H 23 12 29 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 矢場崎集会所 ○ 矢場崎町内会 ○ ○ H 23 12 29 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 門前集会所 ○ 門前町内会 ○ ○ H 23 12 30 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 悠紀の国五城目 ○ 株式会社いそうら直売会 ○ ○ H 24 2 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 馬川交流センター ○ 馬川地区町内会長会 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 農村環境改善センター ○ 大川地区町内会長会 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 総合生きがいセンター ○ 内川地区町内会長会 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 文化交流センター ○ 馬場目地区町内会長会 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 富津内地区公民館 ○ 富津内地区町内会長会 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 森山地区公民館 ○ 森山地区町内会長会 ○ ○ H 21 12 24 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 盆城庵 ○ 清流の会 ○ ○ H 22 7 1 H 22 8 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 五城目町 赤倉山荘 ○ 株式会社東北ダイケン秋田支店 ○ ○ H 24 2 6 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 23 大道地域公民館 ○ ２８区町内会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 真坂集落センター ○ 真坂集落組合 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 岡本下台地区地域公民館 ○ ３０区町内会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 高岡コミュニティセンター ○ 高岡コミュニティセンター推進協議会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 農家高齢者創作館 ○ 高岡コミュニティセンター推進協議会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 三倉鼻児童館 ○ 三倉鼻児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 小池児童館 ○ 小池児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 羽立児童館 ○ 羽立児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 昼根下児童館 ○ 昼根下児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 ７・８区児童館 ○ ７・８区児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 １・２・３区児童館 ○ １・２・３区児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 真坂児童館 ○ 真坂児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 ９・１０区児童館 ○ ９・１０区児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 ３１・３２区児童館 ○ ３１・３１区児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 夜叉袋児童館 ○ 夜叉袋児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 １１・１２・１３区児童館 ○ １１・１２・１３区児童館管理運営委員会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 川崎地区農村集落多目的共同利用施設 ○ ２６区町内会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 真坂コミュニティ施設 ○ 真坂部落会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 老人福祉センター ○ 町社会福祉協議会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 川崎公園 ○ ２６区町内会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 小池公園 ○ ２５区町内会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 塞ノ神公園 ○ 浦大町郷中 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 八郎潟町 上昼根集会所 ○ ３４区町内会 ○ ○ H 24 4 1 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 11 大潟村温泉保養センター ○ 株式会社　ルーラル大潟 ○ ○ H 23 1 1 H 23 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村産直センター潟の店 ○ 株式会社　ルーラル大潟 ○ ○ H 23 1 1 H 23 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村ふるさと交流施設 ○ 株式会社　ルーラル大潟 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村ソーラースポーツライン ○ 株式会社　ルーラル大潟 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村多目的運動広場 ○ 株式会社　ルーラル大潟 ○ ○ H 23 1 1 H 23 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村多目的グラウンド ○ 株式会社　ルーラル大潟 ○ ○ H 23 1 1 H 23 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村ふれあい健康館 ○ 大潟村社会福祉協議会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村村民センター ○ 大潟村シルバー人材センター ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村特別養護老人ホーム ○ 社会福祉法人　敬仁会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村軽費老人ホーム ○ 社会福祉法人　敬仁会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 大潟村 大潟村デイサービスセンター ○ 社会福祉法人　敬仁会 ○ ○ H 23 4 1 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 21 美郷町あったか山 ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 24 1 23 H 24 2 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町千畑調理研修施設 ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 21 12 16 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町千畑湯治館 ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 21 12 16 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町サン・スポーツランド千畑テニスコート ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 21 12 16 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町千畑生産物直売所 ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 21 12 16 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町産地形成促進施設 ○ 株式会社　雁の里せんなん ○ ○ H 23 12 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

46 / 51 



公の施設の指定管理者制度の導入状況等
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指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 八峰町 野菜集出荷施設

05秋田県 八峰町 産地直売施設　おらほの館

05秋田県 八峰町 ハタハタ館

05秋田県 八峰町 八峰町農林水産物処理加工施設

05秋田県 八峰町 八峰町農林水産物直売施設

05秋田県 八峰町 八峰町漁村コミュニティ市場

05秋田県 五城目町 20 恋地集会所

05秋田県 五城目町 杉沢集会所

05秋田県 五城目町 寺庭集会所

05秋田県 五城目町 帝釈寺集会所

05秋田県 五城目町 町村集会所

05秋田県 五城目町 五城目町斎場

05秋田県 五城目町 五城館

05秋田県 五城目町 五城目町北部地区コミュニティ施設

05秋田県 五城目町 新里町集会所

05秋田県 五城目町 矢場崎集会所

05秋田県 五城目町 門前集会所

05秋田県 五城目町 悠紀の国五城目

05秋田県 五城目町 馬川交流センター

05秋田県 五城目町 農村環境改善センター

05秋田県 五城目町 総合生きがいセンター

05秋田県 五城目町 文化交流センター

05秋田県 五城目町 富津内地区公民館

05秋田県 五城目町 森山地区公民館

05秋田県 五城目町 盆城庵

05秋田県 五城目町 赤倉山荘

05秋田県 八郎潟町 23 大道地域公民館

05秋田県 八郎潟町 真坂集落センター

05秋田県 八郎潟町 岡本下台地区地域公民館

05秋田県 八郎潟町 高岡コミュニティセンター

05秋田県 八郎潟町 農家高齢者創作館

05秋田県 八郎潟町 三倉鼻児童館

05秋田県 八郎潟町 小池児童館

05秋田県 八郎潟町 羽立児童館

05秋田県 八郎潟町 昼根下児童館

05秋田県 八郎潟町 ７・８区児童館

05秋田県 八郎潟町 １・２・３区児童館

05秋田県 八郎潟町 真坂児童館

05秋田県 八郎潟町 ９・１０区児童館

05秋田県 八郎潟町 ３１・３２区児童館

05秋田県 八郎潟町 夜叉袋児童館

05秋田県 八郎潟町 １１・１２・１３区児童館

05秋田県 八郎潟町 川崎地区農村集落多目的共同利用施設

05秋田県 八郎潟町 真坂コミュニティ施設

05秋田県 八郎潟町 老人福祉センター

05秋田県 八郎潟町 川崎公園

05秋田県 八郎潟町 小池公園

05秋田県 八郎潟町 塞ノ神公園

05秋田県 八郎潟町 上昼根集会所

05秋田県 大潟村 11 大潟村温泉保養センター

05秋田県 大潟村 大潟村産直センター潟の店

05秋田県 大潟村 大潟村ふるさと交流施設

05秋田県 大潟村 大潟村ソーラースポーツライン

05秋田県 大潟村 大潟村多目的運動広場

05秋田県 大潟村 大潟村多目的グラウンド

05秋田県 大潟村 大潟村ふれあい健康館

05秋田県 大潟村 大潟村村民センター

05秋田県 大潟村 大潟村特別養護老人ホーム

05秋田県 大潟村 大潟村軽費老人ホーム

05秋田県 大潟村 大潟村デイサービスセンター

05秋田県 美郷町 21 美郷町あったか山

05秋田県 美郷町 美郷町千畑調理研修施設

05秋田県 美郷町 美郷町千畑湯治館

05秋田県 美郷町 美郷町サン・スポーツランド千畑テニスコート

05秋田県 美郷町 美郷町千畑生産物直売所

05秋田県 美郷町 美郷町産地形成促進施設

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 八峰町 野菜集出荷施設

05秋田県 八峰町 産地直売施設　おらほの館

05秋田県 八峰町 ハタハタ館

05秋田県 八峰町 八峰町農林水産物処理加工施設

05秋田県 八峰町 八峰町農林水産物直売施設

05秋田県 八峰町 八峰町漁村コミュニティ市場

05秋田県 五城目町 20 恋地集会所

05秋田県 五城目町 杉沢集会所

05秋田県 五城目町 寺庭集会所

05秋田県 五城目町 帝釈寺集会所

05秋田県 五城目町 町村集会所

05秋田県 五城目町 五城目町斎場

05秋田県 五城目町 五城館

05秋田県 五城目町 五城目町北部地区コミュニティ施設

05秋田県 五城目町 新里町集会所

05秋田県 五城目町 矢場崎集会所

05秋田県 五城目町 門前集会所

05秋田県 五城目町 悠紀の国五城目

05秋田県 五城目町 馬川交流センター

05秋田県 五城目町 農村環境改善センター

05秋田県 五城目町 総合生きがいセンター

05秋田県 五城目町 文化交流センター

05秋田県 五城目町 富津内地区公民館

05秋田県 五城目町 森山地区公民館

05秋田県 五城目町 盆城庵

05秋田県 五城目町 赤倉山荘

05秋田県 八郎潟町 23 大道地域公民館

05秋田県 八郎潟町 真坂集落センター

05秋田県 八郎潟町 岡本下台地区地域公民館

05秋田県 八郎潟町 高岡コミュニティセンター

05秋田県 八郎潟町 農家高齢者創作館

05秋田県 八郎潟町 三倉鼻児童館

05秋田県 八郎潟町 小池児童館

05秋田県 八郎潟町 羽立児童館

05秋田県 八郎潟町 昼根下児童館

05秋田県 八郎潟町 ７・８区児童館

05秋田県 八郎潟町 １・２・３区児童館

05秋田県 八郎潟町 真坂児童館

05秋田県 八郎潟町 ９・１０区児童館

05秋田県 八郎潟町 ３１・３２区児童館

05秋田県 八郎潟町 夜叉袋児童館

05秋田県 八郎潟町 １１・１２・１３区児童館

05秋田県 八郎潟町 川崎地区農村集落多目的共同利用施設

05秋田県 八郎潟町 真坂コミュニティ施設

05秋田県 八郎潟町 老人福祉センター

05秋田県 八郎潟町 川崎公園

05秋田県 八郎潟町 小池公園

05秋田県 八郎潟町 塞ノ神公園

05秋田県 八郎潟町 上昼根集会所

05秋田県 大潟村 11 大潟村温泉保養センター

05秋田県 大潟村 大潟村産直センター潟の店

05秋田県 大潟村 大潟村ふるさと交流施設

05秋田県 大潟村 大潟村ソーラースポーツライン

05秋田県 大潟村 大潟村多目的運動広場

05秋田県 大潟村 大潟村多目的グラウンド

05秋田県 大潟村 大潟村ふれあい健康館

05秋田県 大潟村 大潟村村民センター

05秋田県 大潟村 大潟村特別養護老人ホーム

05秋田県 大潟村 大潟村軽費老人ホーム

05秋田県 大潟村 大潟村デイサービスセンター

05秋田県 美郷町 21 美郷町あったか山

05秋田県 美郷町 美郷町千畑調理研修施設

05秋田県 美郷町 美郷町千畑湯治館

05秋田県 美郷町 美郷町サン・スポーツランド千畑テニスコート

05秋田県 美郷町 美郷町千畑生産物直売所

05秋田県 美郷町 美郷町産地形成促進施設

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査（調査票①：導入状況）

a b e g i

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2

指定日 管理開始日

q rp

選定手続

　１　公募により候補者を募集、
　　　職員以外を中心とした合議体
　　　により選定
　２　公募により候補者を募集、
　　　職員を中心とした合議体に
　　　より選定
　３　公募により候補者を募集
　　　（１・２以外）
　４　従前の管理受託者・指定管
　　　理者を公募の方法によること
　　　なく選定
　５　１～４以外の方法により選定

都道府県名
施設名

指定管理者制度導入施設の状況

on

指定期間の変更

　１　前回の指定期間
　　　よりも短い
　２　前回の指定期間
　　　と同じ
　３　前回の指定期間
　　　よりも長い
　４　今回が１回目の
　　　指定

指定管理者
制度導入施
設数

指定期間

　１　１年
　２　２年
　３　３年
　４　４年
　５　５年
　６　６年
　７　７年
　８　８年
　９　９年
　１０　１０年以上

利用料金制の採用状
況

　１　利用料金制を
　　　採用している
　　　（一部利用料
　　　　金制も含む）
　２　利用料金制を
　　　採用していない

種別

　１　株式会社
　２　特例民法法人、
　　　一般社団・財団法人、
　　　公益社団・財団法人、
　　　地方三公社
　３　地方公共団体
　４　公共的団体
　５　地縁による団体
　６　特定非営利活動法人
　７　１～６以外の団体

j

管理の範囲

　１　当該施設を
　　　包括的に管理
　　　している
　２　当該施設の
　　　一部を管理
　　　している

選定基準の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

m

市区町村名

施設の内容

　１　レクリエーション・

　　　スポーツ施設
　２　産業振興施設
　３　基盤施設
　４　文教施設
　５　社会福祉施設

kh l

指定管理者名

05秋田県 美郷町 美郷町農林水産物直売・食材供給施設 ○ 株式会社　雁の里せんなん ○ ○ H 23 12 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町野菜直売施設 ○ 株式会社　雁の里せんなん ○ ○ H 23 12 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町手づくり工房湧子ちゃん ○ 六郷まちづくり株式会社 ○ ○ H 23 12 16 H 24 9 11 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町ニテコ名水庵 ○ 六郷まちづくり株式会社 ○ ○ H 23 12 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町あったか山直売所 ○ 美郷町あったか山直売所運営者会 ○ ○ H 23 12 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町アクティセンター ○ 株式会社　美郷の大地 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町トレーニングセンターみさと ○ 財団法人　美郷町スポーツ振興事業団 ○ ○ H 23 12 16 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町サンワーク六郷 ○ 社会福祉法人　慈泉会 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町堆肥センター ○ 株式会社　美郷の大地 ○ ○ H 22 12 16 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町中央行政センター ○ 美郷町商工会 ○ ○ H 21 12 16 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町南行政センター ○ 財団法人　秋田県総合保健事業団 ○ ○ H 21 12 16 H 22 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里多目的集会施設 ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里健康センター ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里老人福祉センター ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里生きがい活動支援センター ○ 美郷温泉振興株式会社 ○ ○ H 24 3 8 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 羽後町 3 羽後町ふるさと交流施設 ○ (株)五輪坂ハイツ ○ ○ H 23 3 23 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 羽後町 羽後町堆肥センター ○ (有)羽後有機センター ○ ○ H 23 3 18 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 羽後町 羽後町五輪坂草地 ○ 農事組合法人 羽後町飼料生産組合 ○ ○ H 24 2 22 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 11 ジュネス栗駒スキー場 ○ 秋田栗駒リゾート株式会社 ○ ○ H 23 3 11 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 ジュネス栗駒カントリーパーク ○ 秋田栗駒リゾート株式会社 ○ ○ H 23 3 11 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村栗駒山荘 ○ 秋田栗駒リゾート株式会社 ○ ○ H 23 3 11 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村畜産センター ○ こまち農業協同組合 ○ ○ H 23 3 11 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村ふる里館 ○ 東成瀬村商工会 ○ ○ H 24 3 15 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村まるごと自然館 ○ エスコーター岳友会 ○ ○ H 23 3 11 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村青少年山の家 ○ 入道部落 ○ ○ H 21 3 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村農村交流センター ○ 田子内部落 ○ ○ H 21 3 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村デイサービスセンター ○ 社会福祉法人　雄勝福祉会 ○ ○ H 21 3 16 H 21 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村農産物加工所 ○ 農事組合法人　なるせ加工研究会 ○ ○ H 23 3 11 H 23 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村ミニライスセンター ○ 農事組合法人　滝ノ沢ファーム ○ ○ H 24 3 15 H 24 4 1 ○ ○ ○ ○ ○

1,085 1,085 270 212 125 263 215 286 63 0 189 437 29 81 201 180 33 535 136 6 7 211 89 557 5 46 9 7 148 49 409 275 352 783 302 1,078 7 645 440合計
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 美郷町 美郷町農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 美郷町 美郷町野菜直売施設

05秋田県 美郷町 美郷町手づくり工房湧子ちゃん

05秋田県 美郷町 美郷町ニテコ名水庵

05秋田県 美郷町 美郷町あったか山直売所

05秋田県 美郷町 美郷町アクティセンター

05秋田県 美郷町 美郷町トレーニングセンターみさと

05秋田県 美郷町 美郷町サンワーク六郷

05秋田県 美郷町 美郷町堆肥センター

05秋田県 美郷町 美郷町中央行政センター

05秋田県 美郷町 美郷町南行政センター

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里多目的集会施設

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里健康センター

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里老人福祉センター

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里生きがい活動支援センター

05秋田県 羽後町 3 羽後町ふるさと交流施設

05秋田県 羽後町 羽後町堆肥センター

05秋田県 羽後町 羽後町五輪坂草地

05秋田県 東成瀬村 11 ジュネス栗駒スキー場

05秋田県 東成瀬村 ジュネス栗駒カントリーパーク

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村栗駒山荘

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村畜産センター

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村ふる里館

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村まるごと自然館

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村青少年山の家

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村農村交流センター

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村デイサービスセンター

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村農産物加工所

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村ミニライスセンター

1,085 1,085合計

　｢5 その他｣の内容を簡潔に記入

ｔ x

1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

損害賠償責任の履行の確保・リスク管理に関する事項

地方公共団体への損
害賠償について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

評価

zの３

※｢ｗ欄　評価の実施
状況｣で｢１　実施して
いる｣を選択した場合
に記入

評価への外部有識者
等の視点の導入状況

　１　導入している
　２　導入していない

評価の実施状況

　１　実施している
　２　実施していない

w zの２

利用者への損害賠償
について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

緊急時の対応につい
て

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの１vu y

備品について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

zの４ zの５

施設の修繕について

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ｓ

施設の種別に応じた
必要な体制に関する
事項

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

公表状況

選定手続の事前公表

　１　事前公表して
　　　いる
　２　事前公表して
　　　いない

協定等

※「ｒ欄　選定基準の事前公
表」で「１　事前公表している」
を選択した場合に記入
※複数回答可

選定基準の内容

　１　施設の平等な利用
　　　の確保に関すること
　２　施設のサービス向上
　　　に関すること
　３　施設の管理経費の節
　　　減に関すること
　４　団体の業務遂行能力
　　　に関すること
　５　その他

選定理由の公表状況

　１　公表している
　２　公表していない

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

603 583 590 550 355 603 482 194 891 611 474 82 529 544 96 145 300 522 0 462 101 630 0 350 105 651 11 400 23 582 11 410 82 757 0 222 106
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公の施設の指定管理者制度の導入状況等

a b e g

都道府県名
施設名

指定管理者
制度導入施
設数市区町村名

05秋田県 美郷町 美郷町農林水産物直売・食材供給施設

05秋田県 美郷町 美郷町野菜直売施設

05秋田県 美郷町 美郷町手づくり工房湧子ちゃん

05秋田県 美郷町 美郷町ニテコ名水庵

05秋田県 美郷町 美郷町あったか山直売所

05秋田県 美郷町 美郷町アクティセンター

05秋田県 美郷町 美郷町トレーニングセンターみさと

05秋田県 美郷町 美郷町サンワーク六郷

05秋田県 美郷町 美郷町堆肥センター

05秋田県 美郷町 美郷町中央行政センター

05秋田県 美郷町 美郷町南行政センター

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里多目的集会施設

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里健康センター

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里老人福祉センター

05秋田県 美郷町 美郷町雁の里生きがい活動支援センター

05秋田県 羽後町 3 羽後町ふるさと交流施設

05秋田県 羽後町 羽後町堆肥センター

05秋田県 羽後町 羽後町五輪坂草地

05秋田県 東成瀬村 11 ジュネス栗駒スキー場

05秋田県 東成瀬村 ジュネス栗駒カントリーパーク

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村栗駒山荘

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村畜産センター

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村ふる里館

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村まるごと自然館

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村青少年山の家

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村農村交流センター

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村デイサービスセンター

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村農産物加工所

05秋田県 東成瀬村 東成瀬村ミニライスセンター

1,085 1,085合計

※「aa欄　労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配慮規定で「1」
～「3」　を選択した場合で、「労働
法令を遵守すること」以外の提示・
記載がある場合に記入

「労働法令を遵守すること」以外の
具体的な内容を簡潔に記入

ab ag ah

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5

従前の管理状況

ad

債務負担

aa

指定の回数

　１　１回
　２　２回
　３　３回
　４　４回
　５　５回以上

ae

従前の管理状況

　１　指定管理者
　２　旧管理委託
　　　制度による管理
　３　直営
　４　施設の新設

af

※「ae欄　従前の
管理状況｣で｢１ 指
定管理者｣を選択
した場合に記入

従前の指定管理
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

※｢ae欄　従前の
管理状況｣で｢２
旧管理委託制度
による管理｣を選
択した場合に記入

従前の管理受託
者が引き続き指定
管理者となった場
合に「○」を記入

個人情報保護への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

労働法令の遵守や雇
用・労働条件への配
慮規定

　１　選定時に示し
　　　ている、かつ、
　　　協定等に記載
　　　している
　２　選定時にのみ
　　　示している
　３　協定等にのみ
　　　記載している
　４　選定時に示さ
　　　ず、協定等にも
　　　記載していない

ac

債務負担行為の設定

　１　設定している
　２　設定していない

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

332 4 108 641 742 0 196 147 489 596 716 146 175 48 369 436 210 70 0 648 143
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